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総括研究報告 

 

強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究 

 

主任研究者  井上雅彦（鳥取大学医学系研究科) 

 

要旨 

強度行動障害においては、その支援が社会的問題となっており、福祉・医療・教育を含

めた高密度の評価・連携システムの構築が望まれている。しかしながら我が国の社会制

度の中で、その状態を客観的に評価するためのアセスメント方法の確立は不十分である。

本研究では、スクリーニング手法の確立（研究１）として行動関連項目の信頼性・妥当

性検証、支援計画の立案のための現場で活用できる機能的アセスメント手法の開発（研

究 2）としては行動記録アプリ（Observation 3）の改修と開発、支援者研修と現場で

の活用（研究 3）としてオンデマンド方式によるオンライン研修と対面研修の 2 つを行

った。また医療におけるスーパーバイザーによる遠隔症例検討会議において、客観的な

アセスメントを活用しての医療・福祉関係者間での共通理解について検討した。研究１

の結果、現行の行政評価指標である行動関連項目については信頼性に関する指標は全体

的に良好な結果を示した。一方で、収束的妥当性については各変数において相関関係に

ばらつきが認められた。研究 2 ではユーザーインタフェース（UI）について大幅な改良

を実施し，ユーザーエクスペリエンス（UX）を向上させることを目的として大幅な改修

を行った。研究 3 については、オンデマンド研修、対面研修において研修効果が見られ

た。特に機能的アセスメントのみの研修に際してはオンデマンドの効率性・有効性が示

され、機能的アセスメントに基づく行動支援計画の実行による行動改善については対面

形式の有効性が示された。医療におけるスーパーバイザーによる遠隔症例検討において

は多職種連携の共通言語として機能的アセスメントを含む客観的アセスメントツールの

重要性が改めて確認された。 

 

A. 研究目的 

強度行動障害においては、その支援が社

会的問題となっており、福祉・医療・教育を

含めた高密度の評価・連携システムの構築

が望まれている。個々の行動障害の状態を

評価し、適切な支援計画に導くための実用

的なアセスメントとして機能的アセスメン

トがある。機能的アセスメントは、米国では

障害者教育法（IDEA）の 1997 年の改正に

おいて実施が必須化され、英国においても

英国政府機関ガイドライン（NICE2012, 

2013)において、薬物療法に先駆けて実施さ

れることが明記されている。 

我が国においては、令和５年度の「強度
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行動障害を有する者の地域支援体制に関す

る検討会報告書」において機能的アセスメ

ントの重要性が初めて言及された。しかし

ながら、我が国では機能的アセスメントの

現場での実施は、一部の専門機関に限られ

定着していない。前述の報告書にある「中核

的人材・広域的支援人材の育成」においても

機能的アセスメントに関するツールを整備

し、支援に活用していくことは社会的に重

要である。 

強度行動障害の客観的なアセスメント

パッケージの実用化のためには、まず強度

行動障害に対する福祉的支援の入り口であ

る障害支援区分認定の中の行動関連項目に

ついて検討していく必要がある。行動関連

項目については、信頼性・妥当性は検証され

ておらず、本研究では、スクリーニング手法

の確立（研究１）として「行動関連項目」の

信頼性・妥当性検証を行う。そして支援計画

の立案のための現場で活用できる機能的ア

セスメントについてツール開発を行い（研

究 2）、支援者研修と現場での活用について

検討する（研究 3）。今年度は最終年度とし

て研究 3 を主に総括する。 

 

Ｂ 研究方法 

本研究では目的の達成のため、本年度は

以下の研究を実施した。 

強度行動障害に関するスクリーニング手法の

確立（研究１） 

行政システムとして使用されている行動

関連項目について、信頼性（評定者間信頼

性、再検査信頼性、内的整合性）と妥当性

（収束的妥当性）を検証した。強度行動障

害支援に関わる福祉職員を対象にグーグル

フォームを使用した WEB アンケート調査を

実施し、40 名の職員のデータを収集し

た。また、研究に参加する施設利用者は

46 名で、知的障害の最重度（IQ<26）が全

体の 73.9%、自閉スペクトラム症の診断の

有る利用者が全体の 67.4%を占めた。 

支援計画の立案のための現場で活用できる

機能的アセスメント手法の開発（研究 2） 

昨年度は行動観察アプリケーションにつ

いて、β版とマニュアル動画を作成・公開

し、(https://www.masahiko-

inoue.com/web-application）。専門家のレ

ビューを行った。令和６年度では，

「Observations」のユーザーインタフェー

ス（UI）について大幅な改良を実施し，ユ

ーザーエクスペリエンス（UX）を向上させ

ることを目的として大幅な改修を行った。 

2024 年 11 月から 2025 年 1 月にかけ

て，令和５年度の質問票評価の結果及び，

開発者からのヒアリングを基に，1回 1〜

２時間程度，合計５回，研究ミーティング

を実施した。研究分担者，開発者との協働

を通じて，アプリケーションの機能改善に

向けた課題の整理を行った。 

 具体的には、双方の視点をもとに議論

を重ね、現場での実用性や操作性を考慮し

た改善点を洗い出した。検討過程では、

PowerPoint 等のツールを用いてインタフ

ェースのイメージ図を共有しながら、機能

や画面構成に関する設計方針を具体化し

た。 

支援者研修と現場での活用（研究 3） 

本年度は開発したツールを活用した機能

的アセスメントに関する研修プログラムを
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作成し、オンデマンド方式によるオンライ

ン研修と対面研修の 2つを行った。 

1)オンデマンド方式によるオンライン研修 

オンデマンド研修においては、教育・福

祉分野の支援者 53名を対象に、機能的行

動アセスメント（FBA）に関するオンデマ

ンド研修を提供した。教材は、①問題行動

の頻度や強度を評価する BPI-S、②行動の

機能を学ぶ講義、③行動の機能分析ツール

である FAST、④行動の前後関係を記録す

る ABC 行動記録の 4本の動画で構成され

た。各教材にはワークも含まれ、受講後に

は Web アンケートを実施し、研修の理解度

や実用性、ツールの使いやすさ、自己効力

感、CHABA（Challenging Behaviour 

Attributions scale：挑戦的行動原因帰属

尺度）の変化、自由記述による質的分析を

行った。 

2)対面研修による効果検証 

機能的アセスメントを中核にした強度行

動障害の基礎・実践研修後の応用研修とし

て実施した 2024 年度 東京都社会福祉協議

会における「強度行動障害アドバンス研

修」の効果を検討した。強度行動障害のあ

る利用者を直接担当する職員 23 名が１回

2 時間全 6回の連続研修に参加した。 

連続研修の事前（Pre）と事後（Post）

で、参加者の行動の機能を推定する際の下

となる、行動変容法に対する知識の変化と

して Knowledge of Behavioral Principle 

as Applied to Children (KBPAC；O’Dell 

ら 1979)の短縮版を用いて検討した。また

利用者の行動変容について、ABC-J（異常

行動チェックリスト日本版）、BPI-S（問題

行動調査票短縮版）、強度行動障害判定基

準表を用いて評価を行った。 

3) 医療におけるスーパーバイザーによる

遠隔症例検討 

 強度行動障害の客観的なアセスメ ント

のデータを治療介入、地域支援体制づくり

に共通言語として活用していくことが重要

である。医療・福祉関係者合同で分担研究

者・ 協力者を含めた事例に関する「強度

行動障害 SV(スーパーバイズ)会議」（以下 

SV 会議）をリモート で毎月実施し、その

経過を含めて検討した。 

 

Ｃ 結果 

強度行動障害に関するスクリーニング手法

の確立（研究１） 

行動関連項目得点の評価者間信頼性の級

内相関係数は 0.805（95%信頼区間 0.611

－0.902）で優れた値を示したが、下位項

目の重みづけカッパ係数は「大声・奇声を

出す」「異食行動」「自らを傷つける行為」

「他人を傷つける行為」はかなり一致率し

た一方で、「説明の理解」「多動・行動停

止」の一致率はわずかであった。再検査信

頼性の級内相関係数は 0.894（95%信頼区

間 0.839－0.931）で優れた値を示し、下

位項目の重みづけカッパ係数は「説明の理

解」以外の項目ではかなりの一致もしくは

ほぼ完全に一致したが、「説明の理解」の

み一致率が低かった。クロンバックのアル
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ファ係数は 0.838 であり内的整合性は良好

であった。行動関連項目と BPI-S、ABC-

Ⅱ、強度行動障害判定基準のスピアマンの

順位相関係数を算出した結果、合計得点と

BPI-S の自傷行為の頻度および重症度と中

程度の正の相関が認められた。一方で、下

位項目と強度行動障害判定基準の関連で

は、激しいもの壊し、睡眠の大きな乱れ、

パニックでひどく指導困難とは行動関連項

目のどの項目とも有意な関連を認めなかっ

た。 

支援計画の立案のための現場で活用できる

機能的アセスメント手法の開発（研究 2） 

 分担研究者，主任研究者，開発者との協

働を通じて整理されたユーザーエクスペリ

エンスに関するニーズがすべて実装され

た。具体的には、操作性・視認性の向上、

複数記録者への対応、データ出力形式の柔

軟化、モバイル環境への最適化など、多岐

にわたる改善項目が反映された。 

 

支援者研修と現場での活用（研究 3） 

1)オンデマンド方式によるオンライン研修 

受講者の 100％が研修動画を「分かりやす

い」「やや分かりやすい」と評価し、特に

ABC 行動記録は「使いやすい」との評価

が最も高かった。BPI-S では、問題行動の

頻度・強度を客観的に可視化し、ターゲッ

ト行動の選定に有効であると評価された。

また、FAST では、問題行動がどのような

機能（逃避、注目、感覚刺激など）によっ

て維持されているかを把握できるようにな

り、支援の方向性の検討に役立った。ABC

行動記録は、行動の前後関係や環境的要因

を把握する手がかりとなり、支援者の対応

の振り返りにも寄与した。フォローアップ

調査でも、参加者の多くが研修後に各ツー

ルを現場で活用しており、「行動の全体像

や機能の把握ができた」「支援策の立案が

しやすくなった」と回答した。CHABA の

スコアでは、正の学習と刺激の下位尺度が

研修後に有意に上昇し、問題行動の原因に

対する理解が深まったことが示された。自

己効力感では、「問題行動に対処する自

信」のみが有意に向上し、その他の項目

（困難感、満足度など）は有意差がなかっ

た。 

2)対面研修による効果検証 

連続研修の事前（Pre）と事後（Post）

で、参加者の行動の機能を推定する際の下

となる、行動変容法に対する知識の変化に

ついて参加者の強度行動障害の支援を行っ

た経験年数を、10 年未満の群（未満群：

n=11）と 10 年以上の群（以上群：n=10）

に分けてウィルコクソンの符号付順位和検

定を行い検討を行った結果、各群と共に

Post で有意にスコアが上昇した。 

対象者の行動指標について研修前後比較

について、ABC-J のスコアにおいては、

「不適切な言語」の項目を除く全てのスコ

アが、Post において有意に減少した、も

しくは有意に減少する傾向がみられた。

BPI-S のスコアにおいては、「攻撃的・破

壊的行動（頻度）」と「常同行動（頻度）」
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と全体の合計値において、スコアが Post

で有意に減少した。また、強度行動障害判

定基準表（旧法）のスコアにおいても、以

上群と全体の合計値において、スコアが

Post で有意に減少した。 

3) 医療におけるスーパーバイザーによる

遠隔症例検討 

SV 会議には事例報告医療機関の医師・

看護師・心理士・作業療法士・ケース ワ

ーカー・児童指導員・保育士などと、外部

機関の医師・看護師、福祉職や相談支援

員、心理専門家 等が参加し、令和 6 年 4 

月～令和 7 年 3 月の 1 年間でのべ 12 

回、のべ 312 名が参加した。 

12 ヶ月間で 4 つの医療機関より 14 

事例の継続相談があった。強度行動障害を

伴 う相談事例の内訳は短期入院 10 例、

長期入院 2 例、外来 2 例であった。一事

例につき相談は１～９ ヶ月に渡った。10 

代・20 代の男性が多く、知的障害の程度

は最重度・重度が 7 割、1 例を除き全て 

自閉スペクトラム症を合併していた。短期

入院 10 例の入院経緯は予定入院 4 例、

緊急入院 6 例であ った。入院全 12 例中 

11 例が隔離対応（部分開放）、経過中身体

合併症の治療で拘束が必要であった 事例

が 1 例であった。課題となっている行動

は自傷、他害、器物破損、異食、放尿、意

図的な嘔吐、 物の収集、脱走（遠方への

逃走）など様々で、長期事例での意思決定

や延命治療についての相談もあ った。外

来事例 2 例は、児童精神科がいない地域

で救急精神科病院での 10 代男性患者対応

の事例、 地域資源が限られるため遠方の

児童精神科クリニックでの長期フォローを

余儀なくされている 20 代 男性患者の事

例であった。リモートによる SV 会議で

多分野多職種による遠隔症例検討を毎月行

うこ とで、治療介入のみでなく、地域移

行や地域の福祉・教育分野との連携に有用

なヒントが得られた。 

 

Ｄ .考察 

強度行動障害に関するスクリーニング手

法の確立（研究１） 

行動関連項目の評定者間信頼性は、行動

関連項目得点の級内相関係数については良

好な値であったが、各項目のカッパ係数は

項目によりばらつきがみられた。しかし、

「説明の理解」のみ他の項目に比べて低い

値であった。これは評定者個人内において

評価が変わりやすい項目であることを意味

する。つまり、行動関連項目得点は比較的安

定し一貫した値を示すものの、各項目でみ

ると値が安定しやすい項目と評価者により

評価が異なりやすい項目が混在しているこ

とを意味する。再検査信頼性、内的整合性に

ついては良好な結果が得られた。 

収束的妥当性については、各尺度におい

て相関係数の結果にばらつきが認められた。

特に、BPI-S の攻撃的/破壊的行動、ABC-Ⅱ

の不適切な言語、強度行動障害判定基準表

の激しいもの壊しおよび粗暴で恐怖感を与

え指導困難、において有意な関連が認めら
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れなかった。これらの結果は、自傷や他害を

伴わない攻撃的で破壊的な行動があり不適

切な言語を用いることにより支援者が指導

に困難さを抱える強度行動障害者の場合、

現行の行動関連項目得点は低く見積もられ

る可能性があることを示唆している。以上

より、現行の行動関連項目には一部項目立

てや判断基準の適切性に疑問を投げかける

結果が認められ、将来的な改定を見据えた

際、本研究で指摘された課題を改善した項

目の作成が求められる。 

機能的アセスメント手法の開発（研究2） 

本研究では，行動観察アプリケーション

「Observations」に対し，前年度に実施さ

れたユーザビリティ評価で指摘されたイン

タフェース上の課題を踏まえ，専門家・開発

者との協働による設計改善が行われた。そ

の結果，操作性・視認性、マルチユーザー対

応、データ出力の柔軟性、モバイル端末対応

など，多岐にわたるユーザーエクスペリエ

ンスに関するニーズが実装された。これに

より、アプリの現場適用性が大幅に向上し，

実用的かつ直感的な継続的記録が可能とな

ることが見込まれる。今後は、改善後のアプ

リを用いた UX 評価を実施し，さらなる最

適化に向けた検討が必要だろう。 

 

支援者研修と現場での活用（研究 3） 

1)オンデマンド方式によるオンライン研修 

オンデマンド形式の FBA 研修は、時間や

場所に縛られずに学習できる利点を持ちな

がら、実践的な理解の深化にもつながる有

効な手段であることが示された。ツールの

有用性に加え、行動の客観的把握や支援方

針の明確化にも寄与した点から、支援者の

問題行動に対する分析力や自信を高める効

果があったと考えられる。ただし、受講完了

率やフォローアップ回答率の低さから、今

後は脱落者の分析や対面研修との比較など

による改善の必要がある。また、普及のため

には、継続的な研修機会の提供、相談体制の

整備、チームでの取り組み、実践事例の共有

が求められる。研修は今後も無料で公開さ

れ、強度行動障害支援の基礎としての活用

が期待されている。 

 

2)対面研修による効果検証 

対面の連続研修の事前事後では、全ての

参加者の行動変容に関する知識が向上した。

また、対象者に対する書く行動指標（ABC-

J、BPI-S、強度行動障害判定基準表）のス

コアの変化からは、10 年以上の支援経験の

ある参加者が選定した対象者の群では行動

がより大きく改善したことも示唆された。 

しかし一方で、支援経験が 10 年未満の参

加者が選定した対象者の群では、行動指標

には有意な改善はみられなかった。本研究

においては自分自身の事業所のメンバーに

対してミーティングを開催し、記録をった

り支援計画を作る際の取り仕切りを行うこ

とが求められていた。そのため、支援の知識

や技術だけではなく、現場における参加者

自身の権限や、スタッフ間のコミュニケー

ションにおいて、支援経験が少ない参加者
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にとっては利用できるリソースが少なかっ

た可能性が考えられる。 

今回の結果を受け、どのような対象者に

対してどのような内容の研修が少ない資源

の中でより大きな成果を得ることができる

のかを再考する必要がある。研修がパッケ

ージ化されているために機能的アセスメン

トの単独効果が実践結果にどのように影響

しているかは明確でないが、今後参加者や

対象者の属性について考慮に入れながら、

同様の研修を開催し、成果を比較すること

で詳細な分析に繋げることができると考え

る。 

3) 医療におけるスーパーバイザーによる

遠隔症例検討 

本研究による SV 会議により、①精神科

病棟での手厚いチーム医療体制・研修整備

の必要性、②病棟環境調整の難しさ、③重大

な他害など処遇困難事例の地域福祉サービ

ス利用の難しさ、④福祉サービス利用を断

られ疲弊した家族支援の問題、⑤各地域で

の強度行動障害支援体制の不足、などが改

めて浮き彫りになった。その中で多職種連

携の共通言語として機能的アセスメントを

含む客観的アセスメントツールの重要性が

改めて確認された。 
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なアセスメントパッケージの実用化に向
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2. 実用新案登録 
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分担研究報告書 

 

行動関連項目の信頼性・妥当性検証 

分担研究者  福崎俊貴（鳥取大学） 

分担研究者  高橋和俊（ゆうあい会石川診療所) 

分担研究者  日詰正文（国立のぞみの園） 

分担研究者  井上雅彦（鳥取大学) 

 

要旨 
本研究は行動関連項目について、信頼性（評定者間信頼性、再検査信頼性、内的整合

性）と妥当性（収束的妥当性）を検証することを目的とした。強度行動障害支援に関わ

る福祉職員を対象にグーグルフォームを使用した WEB アンケート調査を実施し、40

名の職員のデータを収集した。また、研究に参加する施設利用者は 46 名で、知的障害

の最重度（IQ<26）が全体の 73.9%、自閉スペクトラム症の診断の有る利用者が全体の

67.4%を占めた。行動関連項目得点の評価者間信頼性の級内相関係数は 0.805（95%信

頼区間 0.611－0.902）で優れた値を示したが、下位項目の重みづけカッパ係数は「大

声・奇声を出す」「異食行動」「自らを傷つける行為」「他人を傷つける行為」はかなり

一致率した一方で、「説明の理解」「多動・行動停止」の一致率はわずかであった。再検

査信頼性の級内相関係数は 0.894（95%信頼区間 0.839－0.931）で優れた値を示し、下

位項目の重みづけカッパ係数は「説明の理解」以外の項目ではかなりの一致もしくはほ

ぼ完全に一致したが、「説明の理解」のみ一致率が低かった。クロンバックのアルファ

係数は 0.838 であり内的整合性は良好であった。行動関連項目と BPI-S、ABC-Ⅱ、強

度行動障害判定基準のスピアマンの順位相関係数を算出した結果、合計得点と BPI-S

の自傷行為の頻度および重症度と中程度の正の相関が認められた。一方で、下位項目と

強度行動障害判定基準の関連では、激しいもの壊し、睡眠の大きな乱れ、パニックでひ

どく指導困難とは行動関連項目のどの項目とも有意な関連を認めなかった。以上の結果

より、「説明の理解」の項目を見直す必要性と自傷を伴わない激しいもの壊しやパニッ

クで指導が難しい強度行動障害者の場合、現行の行動関連項目は低く見積もられる可能

性が考えられた。 

 

A．研究目的 

現在強度行動障害に関する様々な支援

や加算の基準となっている行動関連項目
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（表 1）については、現在 10 点以上という

一律の支援基準が設定されている。しかし

ながら 10 点以上の対象者について一律の

支援ではなく支援の必要度をより細かく分

析し、段階的にその必要性を明確化するこ

とや、評定についての信頼性を高めるため

の評定マニュアル化の必要性も考えられる。 

本研究ではこれらの問題を解決するため

の第一段階として、行政システムとして使

用されている行動関連項目について、信頼

性（評定者間信頼性、再検査信頼性、内的整

合性）と妥当性（収束的妥当性）を検証する。 

 

Ｂ．研究方法 

測定項目は職員および職員により評定さ

れる施設利用者（被評定者）の背景情報、

行動関連項目、BPI-S、ABC-Ⅱ、強度行

動障害判定基準表である。 

評価者間信頼性および再検査信頼性のど

ちらも級内相関係数とコーヘンの重みづけ

カッパ係数を算出し、内的整合性について

はクロンバックのアルファ係数を算出し評

価する。再検査信頼性の二時点の測定期間

は二週間とした。収束的妥当性については

既存の尺度として BPI-S、ABC-Ⅱ、強度

行動障害判定基準表との関連を検討するた

めに、スピアマンの順位相関係数を算出す

る。 

本研究を実施するにあたり鳥取大学医学

部倫理審査委員会にて承認を得た（No. 

23A115）。 

 

Ｃ．結果 

強度行動障害支援に関わる福祉職員を対

象にグーグルフォームを使用した WEB ア

ンケート調査を実施した。そして、研究参

加に同意の得られた 40 名の職員のデータ

を収集した（男性 29 名、女性 11 名）。平

均年齢は 39.4 歳（標準偏差 9.3）であっ

た。また、被評定者についても研究参加の

同意を得て、本研究に参加した被評定者は

46 名で（男性 34 名、女性 12 名）、平均年

齢は 40.6 歳（標準偏差 16.1）であった。

知的障害の最重度（IQ<26）が全体の

73.9%を占め、次に多かったのが重度

（IQ=26-40）で 13.0％、中等度（IQ=41-

55）と不明がどちらも 6.5％であった。さ

らに、自閉スペクトラム症の診断の有る被

評定者が全体の 67.4%を占めた。 

行動関連項目得点の評価者間信頼性の級

内相関係数は 0.805（95%信頼区間 0.611

－0.902）であり優れた値を示した

（Cicchetti, 1994）。また、各項目のコー

ヘンの重みづけカッパ係数を算出した結果

（表 2）(Landis & Koch, 1977) 、「大声・

奇声を出す」「異食行動」「自らを傷つける

行為」「他人を傷つける行為」の 4 つの項

目はかなり一致率した。一方で、「説明の

理解」「多動・行動停止」の一致率はわず

かであった。再検査信頼性の級内相関係数

は 0.894（95%信頼区間 0.839－0.931）で

優れた結果が得られた（Cicchetti, 

1994）。また、各項目のコーヘンの重みづ

けカッパ係数を算出した結果（表 3）
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(Landis & Koch, 1977)、「説明の理解」以

外の項目ではかなりの一致もしくはほぼ完

全に一致したが、「説明の理解」は他の項

目に比べて一致率が低かった。クロンバッ

クのアルファ係数は 0.838 であり内的整合

性は良好であった。 

次に、収束的妥当性の検討のために行動

関連項目と BPI-S、ABC-Ⅱ、強度行動障

害判定基準のスピアマンの順位相関係数を

算出した。まず、行動関連項目の合計得点

と BPI-S の結果において（表 4）、BPI-S

の自傷行為の頻度および重症度と中程度の

正の相関が認められた。一方で、BPI-S の

合計得点の重症度、攻撃的/破壊的行動の

重症度、常同行動の頻度とは有意な関連が

認められなかった。行動関連項目の下位項

目の結果では（表 5）、BPI-S の攻撃的/破

壊的行動の重症度とはどの項目も有意な関

連が認められなかった。行動関連項目の合

計得点と ABC-Ⅱの結果において（表 6、

7）、ABC-Ⅱの社会的ひきこもり、常同行

動、多動/不服従、不適切な言語とは有意

な関連が認められなかった。行動関連項目

の合計得点と強度行動障害判定基準の結果

において（表 8）、強度行動障害判定基準

のひどい自傷と中程度の正の相関が認めら

れた。一方で、強い他傷、激しいもの壊

し、睡眠の大きな乱れ、食事関係の強い障

害、排泄関係の強い障害、著しい多動、著

しい騒がしさ、パニックでひどく指導困

難、粗暴で恐怖感を与え、指導困難とは有

意な関連を認めなかった。行動関連項目の

下位項目の結果では（表 9）、激しいもの

壊し、睡眠の大きな乱れ、パニックでひど

く指導困難とはどの項目も有意な関連を認

めなかった。 

 

Ｄ．考察 

行動関連項目の評定者間信頼性は、行動

関連項目得点の合計得点の級内相関係数に

ついては優れた値であったが、各項目の重

みづけカッパ係数では結果にばらつきがみ

られた。「説明の理解」「多動・行動停止」

の一致率がわずかであったことから、これ

らの項目は評定者によって違いが出やすい

項目と言える。再検査信頼性では、合計得

点の級内相関係数は優れた値であり、下位

項目についても全体的に概ね良好な値を示

した。しかし、「説明の理解」のみ他の項

目に比べて低い値であった。これは評定者

個人内において評価が変わりやすい項目で

あることを意味する。 

上記の評定者間および再検査信頼性の結

果から、本調査で得られたデータの「説明

の理解」の度数分布を調べると、「0 点：

理解できる」が全体の 17.5％、「1 点：理

解できない」が 23.8％であったのに対し

て、「2 点：理解できているか判断できな

い」が 58.8％を占めていた。行動関連項目

において「コミュニケーション」と「説明

の理解」の 2 項目は、発作の頻度を問う

「てんかん」の項目を除いた他の項目とは

異なる反応カテゴリが採用されており、被

評定者の行動を直接的に問うものではな
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い。全体の約 6 割が「理解できているか判

断できない」という事実に加えて、「理解

できない」が 1 点、「理解できているか判

断できない」が 2 点という判断できないと

いう基準が高い配点基準であること自体も

適切か疑わしい。以上のことから、「説明

の理解」の項目を支援や加算の基準に用い

ることについて今一度見直す必要がある。 

収束的妥当性については、各尺度におい

て相関係数の結果にばらつきが認められた。

行動関連項目の合計得点は各尺度の自傷に

関する項目と中程度に相関する一方で、強

度行動障害判定基準の激しいもの壊し、パ

ニックでひどく指導困難とは有意な関連が

認められていない。前者の結果は、自傷・他

害行為を伴う利用者の方が行動関連項目が

高いという指摘に（PwCコンサルティング合

同会社，2023）、後者の結果は強度行動障害

判定基準の「ひどい自傷」、「強い他傷」、「著

しい多動」、「粗暴で恐怖感を与え、指導困

難」などの得点が低いタイプの人にとって

は現行の行動関連項目の支援対象から外れ

るリスクがあるという主張を部分的に指示

している（井上・福崎，2022）。つまり、現

行の行動関連項目は自傷に重きが置かれる

一方で、自傷を伴わない激しいもの壊しや

パニックで指導が難しい強度行動障害者の

場合、行動関連項目得点は低く見積もられ

る可能性がある。 

以上より、現行の行動関連項目には一部

項目立てや判断基準の適切性に疑問を投げ

かける結果が認められた。強度行動障害の

対象者に広くより良い支援を届ける行政シ

ステムの構築のためには、本研究で検討し

たような信頼性および妥当性が充分に担保

でき、かつ容易で短時間で使用できる項目

が理想的である。将来的な改定を見据えた

際、上記の課題を克服した項目の作成が求

められる。 
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F．健康危険情報 

該当なし 

 

G．研究発表 

特になし 
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H．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

特になし 

 

2. 実用新案登録 

特になし 

 

3. その他 

特になし 
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資料 
 
表１ 行動関連項目 

項目 ０点 １点 ２点 

コミュニケーション １．日常生活に支障がない ２ ． 特定の者であればコミュニケーシ

ョンできる 

３ ． 会話以外の方法でコミュニケー

ションできる 

４．独自の方法でコミュニケーションで

きる 

５．コミュニケーションできない 

説明の理解 １．理解できる ２．理解できない ３． 理解できているか判断でき

ない 

大声・奇声を出す 
１ ． 支援が

不要 

２．希に支援

が必要 

３．月に１回以

上の支援が必

要 

４．週に１回以上の支援が必要 
５．ほぼ毎日（週５日以上の）

支援が必要 

異食行動 
１ ． 支援が

不要 

２．希に支援

が必要 

３．月に１回以

上の支援が必

要 

４．週に１回以上の支援が必要 
５．ほぼ毎日（週５日以上の）

支援が必要 

多動・行動停止 
１ ． 支援が

不要 

２．希に支援

が必要 

３．月に１回以

上の支援が必

要 

４．週に１回以上の支援が必要 
５．ほぼ毎日（週５日以上の）

支援が必要 

不安定な行動 
１ ． 支援が

不要 

２．希に支援

が必要 

３．月に１回以

上の支援が必

要 

４．週に１回以上の支援が必要 
５．ほぼ毎日（週５日以上の）

支援が必要 

自らを傷つける行為 
１ ． 支援が

不要 

２．希に支援

が必要 

３．月に１回以

上の支援が必

要 

４．週に１回以上の支援が必要 
５．ほぼ毎日（週５日以上の）

支援が必要 

他人を傷つける行為 
１ ． 支援が

不要 

２．希に支援

が必要 

３．月に１回以

上の支援が必

要 

４．週に１回以上の支援が必要 
５．ほぼ毎日（週５日以上の）

支援が必要 

不適切な行為 
１ ． 支援が

不要 

２．希に支援

が必要 

３．月に１回以

上の支援が必

要 

４．週に１回以上の支援が必要 
５．ほぼ毎日（週５日以上の）

支援が必要 

突発的な行動 
１ ． 支援が

不要 

２．希に支援

が必要 

３．月に１回以

上の支援が必

要 

４．週に１回以上の支援が必要 
５．ほぼ毎日（週５日以上の）

支援が必要 

過食・反すう等 
１ ． 支援が

不要 

２．希に支援

が必要 

３．月に１回以

上の支援が必

要 

４．週に１回以上の支援が必要 
５．ほぼ毎日（週５日以上の）

支援が必要 

てんかん １．年に１回以上 ２．月に１回以上 ３．週に１回以上 
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中央値 中央値

コミュニケーション 1.0 1.0 ー 2.0 2.0 1.0 ー 2.0 0.44 **

説明の理解 1.0 0.0 ー 2.0 2.0 1.0 ー 2.0 0.18

大声・奇声を出す 1.0 0.0 ー 2.0 1.0 0.0 ー 2.0 0.61 ***

異食行動 0.0 0.0 ー 1.0 0.0 0.0 ー 0.5 0.70 ***

多動・行動停止 2.0 0.8 ー 2.0 2.0 1.0 ー 2.0 0.15

不安定な行動 1.0 0.0 ー 2.0 1.0 1.0 ー 2.0 0.32

自らを傷つける行為 0.0 0.0 ー 2.0 1.0 0.0 ー 2.0 0.60 ***

他人を傷つける行為 0.0 0.0 ー 1.3 0.0 0.0 ー 1.0 0.61 ***

不適切な行為 1.0 0.0 ー 2.0 1.0 0.0 ー 2.0 0.26

突発的な行動 1.0 0.0 ー 2.0 1.0 0.0 ー 2.0 0.53 **

過食・反すう等 0.0 0.0 ー 0.0 0.0 0.0 ー 0.0 0.40 *

てんかん※ 0.0 0.0 ー 0.0 0.0 0.0 ー 0.0 0.00

※1名以外他全員が0点のため、データの偏りが影響

表２　評価者間の重みづけカッパ係数

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

評価者1 評価者2 コーヘンの重みづけ
カッパ係数四分位範囲 四分位範囲
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中央値 中央値

コミュニケーション 2.0 1.0 ー 2.0 2.0 1.0 ー 2.0

説明の理解 2.0 1.0 ー 2.0 2.0 1.0 ー 2.0

大声・奇声を出す 2.0 0.0 ー 2.0 1.0 0.0 ー 2.0

異食行動 0.0 0.0 ー 2.0 0.0 0.0 ー 1.3

多動・行動停止 2.0 1.0 ー 2.0 2.0 1.0 ー 2.0

不安定な行動 1.5 1.0 ー 2.0 2.0 1.0 ー 2.0

自らを傷つける行為 1.0 0.0 ー 2.0 1.0 0.0 ー 2.0

他人を傷つける行為 0.0 0.0 ー 2.0 0.0 0.0 ー 2.0

不適切な行為 1.0 0.0 ー 2.0 1.0 0.0 ー 2.0

突発的な行動 1.0 0.0 ー 2.0 1.0 0.0 ー 2.0

過食・反すう等 0.0 0.0 ー 1.3 0.0 0.0 ー 0.3

てんかん※ 0.0 0.0 ー 0.0 0.0 0.0 ー 0.0

0.81***

0.66***

0.81***

0.74***

表3　再検査の重みづけカッパ係数

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

※1名が時点1、2で1点をつけ他全員が0点のため、データの偏りが影響

時点1 時点2 コーヘンの重みづけ
カッパ係数四分位範囲 四分位範囲

0.74***

0.97***

0.77***

0.74***

0.43***

1.00***

0.69***

0.81***
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　合計点 0.35 ** 0.21 0.55 *** 0.46 *** 0.22 * 0.01 0.15

表4　行動関連項目の合計得点とBPI-Sのスピアマンの順位相関係数

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

BPI-S

合計点

重症度 頻度

自傷行為 攻撃的/破壊的行動 常同行動

頻度 重症度 頻度 重症度 頻度

コミュニケーション 0.30 ** 0.28 * 0.38 *** 0.38 *** 0.23 * 0.13 0.15

説明の理解 0.11 -0.02 0.21 0.16 0.09 -0.08 -0.02

大声・奇声を出す 0.29 ** 0.15 0.32 ** 0.28 * 0.12 0.06 0.21

異食行動 0.08 0.05 0.44 *** 0.36 ** -0.09 -0.15 -0.01

多動・行動停止 0.44 *** 0.05 0.35 ** 0.32 ** 0.09 -0.09 0.36 **

不安定な行動 0.36 ** 0.19 0.40 *** 0.39 *** 0.15 0.00 0.23 *

自らを傷つける行為 0.31 ** 0.27 * 0.57 *** 0.49 *** 0.22 0.06 0.08

他人を傷つける行為 0.24 * 0.22 0.31 ** 0.15 0.43 *** 0.20 0.02

不適切な行為 0.26 * 0.00 0.33 ** 0.29 ** -0.03 -0.13 0.25 *

突発的な行動 0.36 ** 0.14 0.30 ** 0.33 ** 0.13 0.04 0.34 **

過食・反すう等 -0.09 0.09 0.29 ** 0.22 0.13 -0.03 -0.33 **

てんかん 0.15 -0.02 0.03 0.12 -0.14 -0.13 0.18

表5　行動関連項目の下位項目とBPI-Sのスピアマンの順位相関係数

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

重症度 頻度

BPI-S

合計点 自傷行為 攻撃的/破壊的行動 常同行動

頻度 重症度 頻度 重症度 頻度
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　合計点 0.28 * 0.02 0.03 0.20 -0.08

表6　行動関連項目の合計得点とABC-Ⅱのスピアマンの順位相関係数

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

ABC-Ⅱ

興奮性 社会的ひきこもり 常同行動 多動/不服従 不適切な言語

コミュニケーション 0.03 0.03 0.12 0.12 -0.13

説明の理解 -0.03 -0.18 -0.02 0.00 -0.32 **

大声・奇声を出す 0.54 *** 0.18 0.18 0.35 ** 0.26 *

異食行動 -0.05 0.04 -0.03 -0.11 -0.27 *

多動・行動停止 0.22 * 0.18 0.22 * 0.26 * -0.03

不安定な行動 0.33 ** 0.17 0.28 * 0.27 * 0.05

自らを傷つける行為 0.38 *** 0.02 -0.08 0.15 0.08

他人を傷つける行為 0.11 -0.11 -0.10 0.10 0.08

不適切な行為 0.32 ** 0.12 0.14 0.26 * 0.12

突発的な行動 0.19 0.24 * 0.30 ** 0.40 *** 0.07

過食・反すう等 -0.04 -0.34 ** -0.42 *** -0.19 -0.41 ***

てんかん 0.12 0.19 0.19 0.19 -0.04

表7　行動関連項目の下位項目とABC-Ⅱのスピアマンの順位相関係数

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

ABC-Ⅱ

興奮性 社会的ひきこもり 常同行動 多動/不服従 不適切な言語
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　合計点 0.25 * 0.48 *** 0.15 0.31 ** 0.11 0.00 0.13 0.21 0.21 0.09 0.10 -0.03

表8　行動関連項目の合計得点と強度行動障害判定基準のスピアマンの順位相関係数

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

強度行動障害判定基準

ひどい自傷 強い他傷 激しいこだわり 激しいもの壊し
食事関係の
強い障害

排泄関係の
強い障害

合計点 睡眠の大きな乱れ 著しい多動 著しい騒がしさ
パニックでひどく

指導困難
粗暴で恐怖感を
与え、指導困難

コミュニケーション 0.22 0.34 ** 0.19 0.26 * 0.09 0.09 0.24 * 0.12 0.16 -0.08 0.07 -0.12

説明の理解 0.05 0.08 -0.10 0.22 0.03 -0.05 0.04 -0.02 0.25 * -0.27 * 0.04 -0.06

大声・奇声を出す 0.25 * 0.18 0.16 0.10 0.09 0.11 0.06 0.02 0.12 0.34 ** 0.17 0.13

異食行動 0.01 0.25 * -0.03 0.06 0.03 -0.07 0.11 0.19 0.05 0.10 -0.12 -0.24 *

多動・行動停止 0.26 * 0.36 *** 0.07 0.41 *** 0.01 0.07 0.16 0.13 0.27 * 0.17 0.13 -0.09

不安定な行動 0.22 * 0.32 ** 0.13 0.17 0.15 0.18 0.22 * 0.22 * 0.23 * 0.07 0.13 0.04

自らを傷つける行為 0.25 * 0.61 *** 0.21 0.16 0.12 -0.14 0.09 0.18 0.09 0.10 0.15 0.07

他人を傷つける行為 0.15 0.20 0.36 ** 0.04 -0.02 0.05 0.05 0.10 0.12 0.06 0.03 0.14

不適切な行為 0.30 ** 0.34 ** 0.19 0.35 ** 0.06 0.05 0.09 0.38 *** 0.14 0.20 0.10 0.06

突発的な行動 0.30 ** 0.20 0.04 0.43 *** 0.21 0.21 0.21 0.17 0.35 ** 0.13 0.16 0.05

過食・反すう等 -0.06 0.39 *** -0.07 0.11 -0.08 -0.16 -0.11 0.02 -0.06 -0.23 * -0.03 -0.17

てんかん 0.11 -0.08 -0.11 0.01 0.06 0.21 0.21 -0.06 0.22 * -0.06 0.17 -0.08

表9　行動関連項目の下位項目と強度行動障害判定基準のスピアマンの順位相関係数

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

著しい騒がしさ
パニックでひどく

指導困難
粗暴で恐怖感を
与え、指導困難

強度行動障害判定基準

合計点 ひどい自傷 強い他傷 激しいこだわり 激しいもの壊し 睡眠の大きな乱れ
食事関係の
強い障害

排泄関係の
強い障害

著しい多動
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令和6年度 厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究（23GC0501） 
 

令和6度分担研究報告書 
 

分担研究課題名：支援効果の評価手法の確立 
（行動記録アプリケーションの開発） 

  
分担研究者：松田壮一郎 
主任研究者：井上雅彦 

 
 

研究要旨 
 本研究では、行動観察アプリケーション「Observations」のユーザーインタフェース（UI）
改善を目的として、前年度の専門家評価（MAUQ）結果を踏まえたユーザーエクスペリエン
ス（UX）の向上を図った。研究協力者、開発者らとの協働のもと、複数回のミーティングに
より、現場での実用性や操作性を考慮した改善点を整理・実装した。その結果、操作性や視認
性の向上、マルチユーザー対応、モバイル最適化、データ出力の柔軟化などの課題が解消され
た。これにより、臨床や教育の現場における継続的な記録と分析が、より効率的かつ直感的に
行えるようになることが期待される。 
  
 

A．研究目的 
 行動観察アプリケーション「Observations（井

上他，2019）の使用について令和５年度に実施し

た，メンタルヘルスアプリユーザビリティ質問票

（The mHealth App Usability Questionnaire; 
MAUQ, Zhou et al., 2019）を用いた専門家によ

る評価の結果，使用のしやすさとインタフェース

についての質問項目のほとんどにネガティブな反

応が含まれていた。そのため，令和６年度では，

「Observations」のユーザーインタフェース（UI）
について大幅な改良を実施し，ユーザーエクスペ

リエンス（UX）を向上させることを目的とした。 
 
 
B．研究方法 
 2024年11月から2025年1月にかけて，令和５年

度の質問票評価の結果及び，開発者からのヒアリ

ングを基に，1回1〜２時間程度，合計５回，研究

ミーティングを実施した。研究協力者，開発者と

の協働を通じて，アプリケーションの機能改善に向

けた課題の整理を行った。 
 具体的には、双方の視点をもとに議論を重ね、現

場での実用性や操作性を考慮した改善点を洗い出

した。検討過程では、PowerPoint等のツールを用

いてインタフェースのイメージ図を共有しながら、

機能や画面構成に関する設計方針を具体化してい

った。 
 
C．研究結果 
 分担研究者，研究協力者，開発者との協働を通じ

て整理されたユーザーエクスペリエンスに関する

ニーズがすべて実装された。具体的には、操作性・

視認性の向上、複数記録者への対応、データ出力形

式の柔軟化、モバイル環境への最適化など、多岐に

わたる改善項目が反映された（図・表）。 
 
D．考察 
 令和６年度のアプリケーションの改善により，現

場での実用性が大幅に向上し、継続的な記録・分析

のプロセスがより効率的かつ直感的に行えること

が見込まれる。各機能の設計においては、イメージ

図の共有や使用場面の検討を通じて合意形成が図

られ、ユーザー中心の改良が実現された点が特筆さ

れるかもしれない。 
 今後は，改善された「Observations」のUXに関

する質問調査を実施することによって，ユーザーの

意見を継続的に収集し，アプリケーションの使用状

況との対応関係についても検討する必要があるだ

ろう。 
 
E．結論 
 本研究では，行動観察アプリケーション「Obser
vations」に対し，前年度に実施されたユーザビリ

ティ評価で指摘されたインタフェース上の課題を

踏まえ，専門家・開発者との協働による設計改善が

行われた。その結果，操作性・視認性、マルチユー

ザー対応、データ出力の柔軟性、モバイル端末対応

など，多岐にわたるユーザーエクスペリエンスに関

するニーズが実装された。これにより、アプリの現

場適用性が大幅に向上し，実用的かつ直感的な継続

的記録が可能となることが見込まれる。今後は、改

善後のアプリを用いたUX評価を実施し，さらなる

最適化に向けた検討が必要だろう。 
 
G．研究発表 

 なし 
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表 ユーザーエクスペリエンス（UX）ニーズとアプリケーション変更点 
 
 
UXニーズ 変更点 

・画面遷移を直感的に理解できるインターフェース構
造の設計 

・利用者が操作の流れを迷わず理解できるよう、遷
移先や操作手順を明確化した 

・Observationで登録した対象者名が、他のシート（O
bservationSheetやStrategySheet）にも自動反映され
る仕組み 

・入力の一貫性と効率性を高めるため、対象者情報
の連携を可能にした 

・各シートのデータを個別ファイルとして出力できる
機能 

・記録内容を用途に応じて分けて保存・共有できる
機能を追加した 

・スマートフォンやタブレットでも快適に操作可能な
レスポンシブデザインの導入 

・現場での使用を想定し、マルチデバイス対応のUI
を導入した 

・複数の記録者による継続的な対象者観察に対応した
設計 

・チーム内で情報を共有・引き継ぐことを想定した
設計にした 

・対象者名の重複によるデータ上書きエラーの解消 ・名前が同じでも別データとして識別・保存できる
仕組みにした 

・記録表読み取り用のアイコンを、視認性と意味性を
考慮して再設計 

・ユーザーが機能を直感的に理解できるアイコンデ
ザインへ改善した 

・Strategy Sheetのスマホ表示における要素の視認性
と操作性の最適化 

・モバイル画面での情報表示や操作が困難な部分を
調整した 

・逐次的に記録を追加するための操作性（カウンター
的用途）への対応 

・複数回の記録が必要なシナリオを想定し、操作手
順を簡素化した 

・日付ボタンの押下による画面遷移のわかりにくさの
解消 

・日付選択やデータ遷移をより明示的・直感的に行
えるUIを導入した 

・記録表一覧画面で、参加者ごとの入力日数も表示す
るオプションの追加 

・対象者ごとの記録状況を把握しやすくするための
情報補完をした 

・Observations"での入力修正回数の最小化 ・操作ミスによる修正負担を軽減するため、入力支
援や取り消し操作を簡略化した 

・"未観察"のチェック時には、他の入力を自動的にNU
LL化 

・入力の整合性を保つため、論理的に矛盾しない自
動処理を導入した 

・表示範囲の切り替え（直近30日・行動ごと・日付ご
と）に柔軟に対応 

・ユーザーが目的に応じてデータを絞り込みやすい
表示切替を導入した 

・「分析」に到達するまでの操作フローの簡略化 ・分析機能へ素早くアクセスできるナビゲーション
設計をした 

・データ出力時のCSV形式への対応 ・外部ツールでの再利用や分析を想定した、汎用的
な出力形式を整備した 

・ストラテジーシート作成時、必須項目未入力時に保
存時点でリマインドする仕様 

・利用者の入力負荷を軽減しつつ、必要情報の漏れ
を防ぐUX改善をした 

・データが何に紐づいて保存・管理されているのかの
明確化 

・データ構造の透明性を確保し、利用者の不安や混
乱を防止する設計にした 

 



22 
 

 
図１ 初期入力画面 
 

 
図２ リアルタイム入力画面 
 

 
図３ 振り返り入力画面 
 

 
図4 グラフ化 
 

 
図５ ABC-Sheet初期画面 
 

 
図６ ABC-Sheet入力画面 
 

 
 
図７ ABC-Sheet出力・印刷画面 
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図８ Strategy-Sheet 入力画面 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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分担研究報告書 

 

機能的行動アセスメントのオンデマンド研修の有効性の検討 

分担研究者  稲田尚子（大正大学） 

主任研究者  井上雅彦（鳥取大学医学系研究科) 

研究分担者  下山真衣（信州大学） 

研究分担者  倉光晃子（西南学院大学） 

 

要旨  

【問題と目的】問題行動は、個人の特性だけでなく、周囲の環境や出来事との相互作用

によって生じるものであり、その背景を把握するには、行動の機能を評価する必要があ

る。機能的行動アセスメント（FBA）は、行動と環境との関係に基づき、行動の機能を

明らかにする方法であり、適切な支援や介入に有効である。しかし日本国内では、FBA

の重要性は認識されているものの、それを専門的に学ぶ機会が少なく、現場での実践が

限られているのが現状である。そこで本研究では、時間や場所を選ばずに学習できるオ

ンデマンド形式の FBA 研修教材を開発し、その有効性と実践可能性について検討するこ

とを目的とした。 

【方法】教育・福祉分野の支援者 53 名を対象に、FBA に関するオンデマンド研修を提

供した。教材は、①問題行動の頻度や強度を評価する BPI-S、②行動の機能を学ぶ講義、

③行動の機能分析ツールである FAST、④行動の前後関係を記録する ABC 行動記録の 4

本の動画で構成された。各教材にはワークも含まれ、受講後には Web アンケートを実施

し、研修の理解度や実用性、ツールの使いやすさ、自己効力感、CHABA（Challenging 

Behaviour Attributions scale：挑戦的行動原因帰属尺度）の変化などを測定した。また、自

由記述による質的分析も行った。 

【結果】受講者の 100％が研修動画を「分かりやすい」「やや分かりやすい」と評価し、

特に ABC 行動記録は「使いやすい」との評価が最も高かった。BPI-S では、問題行動の

頻度・強度を客観的に可視化し、ターゲット行動の選定に有効であると評価された。ま

た、FAST では、問題行動がどのような機能（逃避、注目、感覚刺激など）によって維持

されているかを把握できるようになり、支援の方向性の検討に役立った。ABC 行動記録

は、行動の前後関係や環境的要因を把握する手がかりとなり、支援者の対応の振り返り

にも寄与した。フォローアップ調査でも、参加者の多くが研修後に各ツールを現場で活

用しており、「行動の全体像や機能の把握ができた」「支援策の立案がしやすくなった」

と回答した。CHABA のスコアでは、正の学習と刺激の下位尺度が研修後に有意に上昇

し、問題行動の原因に対する理解が深まったことが示された。自己効力感では、「問題行
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動に対処する自信」のみが有意に向上し、その他の項目（困難感、満足度など）は有意

差がなかった。 

【考察】オンデマンド形式の FBA 研修は、時間や場所に縛られずに学習できる利点を持

ちながら、実践的な理解の深化にもつながる有効な手段であることが示された。ツール

の有用性に加え、行動の客観的把握や支援方針の明確化にも寄与した点から、支援者の

問題行動に対する分析力や自信を高める効果があったと考えられる。ただし、受講完了

率やフォローアップ回答率の低さから、今後は脱落者の分析や対面研修との比較などに

よる改善の必要がある。また、普及のためには、継続的な研修機会の提供、相談体制の

整備、チームでの取り組み、実践事例の共有が求められる。研修は今後も無料で公開さ

れ、強度行動障害支援の基礎としての活用が期待されている。 

 

 

Ａ 問題と目的 

問題行動は、環境のほかの出来事と法則

的に関係している。機能的行動アセスメン

ト（Functional Behavior Assessment：FBA）に

より、特定の種類の環境事象と行動との間

の関係について仮説が生成でき、介入と予

防が可能となる。FBA は、行動の機能をア

セスメントする方法の総称であり、間接的

FBA、記述的 FBA、機能分析（Functional 

Assessment：FA）の大きく 3 つに分けられ

る。 

わが国では、強度行動障害のある人への

支援を考える際に、機能的行動アセスメン

トが重要性であることは認識されてきてい

るが、専門家も多くはないため、その研修が

受けられる機会は乏しいのが現状である。

本研究では、こうした研修機会の不足を解

決する一助として、オンデマンドの研修教

材を開発することとし、その有用性を検討

することを目的として行った。 

 

Ｂ 方法 

１． 対象 

 教育領域と福祉領域の支援者を対象に参

加者をリクルートした。教育領域に関して

は A 県特別支援学校の校長会にて、本研究

について説明し、各校にて参加を募った。福

祉領域においては、B 県内で開催された強

度行動障害支援に関する研修及び応用行動

分析に関する研修の受講に職員を派遣し、

現在行動面に課題を有する利用者の支援に

取り組む数か所の障害福祉サービス事業所

及び障害者支援施設の管理者に、本研究に

ついて説明し、参加を募った。53 名（福祉

職 26 名、教育職 27 名）が研究参加に同意

し、事後アンケートに回答したのは 27 名

（協力率 50.9％）、フォローアップアンケー

トに回答したのは 16 名であった（協力率

30.2％）。 

 

２． 手続き 

 参加者には任意の時間にオンデマンド教

材にアクセスしてもらい、動画視聴とワー

クを実施してもらった。研修参加前（以下、
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事前とする）、研修実施直後（以下、事後と

する）、研修実施 2 週間後（以下フォローア

ップとする）に Web アンケートに回答して

もらった。参加の謝礼として、研修を終了

し、事後のアンケートに回答すると研究代

表者および研究分担者による機能的行動ア

セスメントに関する対談動画（約 30 分）を

視聴することができ、またフォローアップ

アンケートに回答すると研究代表者および

研究分担者の対談に参加することができる

ようにした。 

 

３． 教材および道具 

1）オンデマンド研修教材 

 機能的行動アセスメント（FBA）のオンデ

マンド研修教材として、4 つの研修動画を作

成した。①BPI-S、②行動の機能、③FAST、  

④ABC 行動記録の 4 つであり、それぞれ約

30 分の動画である。各ツールの概要、具体

的な実施方法、ワーク等が含まれている。 

2）各研修の分かりやすさ、各ツールの使い

やすさ（事後） 

各研修の分かりやすさ、各ツールの使い

やすさについて、5 件法で尋ねた。 

3）BPI-S、FAST、ABC 行動記録から読み取れ

たこと（事後・フォローアップ） 

事後には、BPI-S、FAST から読み取れた

ことについて、またフォローアップ時には

BPI-S、FAST に加え、ABC 行動記録から読

み取れたことについて、自由記述で回答を

求めた。 

4）機能的行動アセスメントの実施・普及の

ためのサポート（事後） 

FAST や ABC 行動記録シートを用いて、

機能的行動アセスメントを実施していく場

合に、職場内外でどんなサポートがあると

実施しやすかったり、普及につながると思

われるか、という問いに対して、自由記述で

回答を求めた。 

5）CHABA（事前・事後・フォローアップ） 

挑戦的行動原因帰属尺度（Challenging 

Behaviour Attributions scale：CHABA)は、オ

ペラント学習過程から生物学的原因まで、

挑戦的行動の原因に関するスタッフの信念

の範囲を評価するために設計された尺度で

ある（Hasting, 1997）。全 33 項目から構成さ

れ、6 つの下位尺度に分かれている。具体的

には、正の学習（L/LP）3 項目、負の学習

（L/LN）3 項目、生物医学的（BM）6 項目、

情動的（EM）7 項目、物理的環境（PE）8 項

目、刺激（ST）6 項目である。下位尺度ごと

の合計得点を各項目数で叙し、下位尺度得

点を求める。日本語版は、原著者に許可を得

て、2 名の応用行動分析に関する専門家が翻

訳を行って作成した。 

6）挑戦的行動自己効力感尺度（事前 

事後・フォローアップ） 

挑戦的行動自己効力感尺度（Challenging 

Behaviour Self-Efficacy Scale）は、挑戦的行

動に関する自己効力感の領域別尺度として

作成された（Hasting, 2002）。5 項目から構成

され、通常は合計得点を求める。本研究で

は、項目内容を鑑み 5 項目中 2 項目は 3 時

点で評価してもらい、残り 3 項目は 2 時点
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（事前・フォローアップ）で評価してもらっ

た。日本語版は、原著者に許可を得て、2 名

の応用行動分析に関する専門家が翻訳を行

った。 

 

４． 分析方法 

 研修の分かりやすさ、各ツールの使いや

すさ、各ツールの実施状況等は、単純集計

し、各回答の分布をみた。 

 自由記述で得られた回答は、類似した回

答をまとめ、カテゴリー名をつけ、代表的な

回答の要約を記載した。 

 CHABA の得点については、3 時点の各下

位尺度得点について、一元配置分散分析を

用いて比較した。挑戦的行動己効力感につ

いては、3 時点で評価した 3 項目は一元配

置分散分析を用いて、2 時点で評価した 2 項

目は t 検定によってその差を検定した。 

 

５． 倫理的配慮 

 本研究は、大正大学研究倫理委員会、西南

学院大学研究倫理委員会の承認を得て行わ

れた（それぞれ承認番号第 24－42 号，2025-

01-01）。参加者には書面を用いて説明し、オ

ンライン上で同意を得た。 

 

Ｃ 結果 

１．オンライン研修動画の分かりやすさ  

オンライン研修動画の受講後に、各研修

の分かりやすさ、各ツールの使いやすさを

それぞれ 4 件法で尋ねた。 

 各研修の分かりやすさについては、「BPI

に関連する講義動画とワーク」、「行動の機

能に関する講義動画」、「FAST に関連する講

義動画とワーク」、「ABC 行動記録に関する

講義動画とワーク」のいずれも「分かりやす

い」が 22 名（81.5％）、「どちらかというと

分かりやすい」が 5 名（18.5％）の回答が得

られ、「どちらかと言えば分かりにくい」分

かりにくい」の回答はなかった（図 1）。 

 

２．BPI-S、FAST、ABC 行動記録の使いやす

さ 

 続いて、研修後に各ツールの使いやすさ

についても尋ねたところ、「BPI-S」は「使い

やすい」14 名（51.9％）、「どちらかという

と使いやすい」12 名（44.4％）、「どちらか

というと使いにくい」1 名（3.7％）であっ

た。「FAST」は「使いやすい」9 名（33.3％）、

「どちらかというと使いやすい」18 名

（66.7％）であった。「ABC 行動記録」は「使

いやすい」19 名（70.4％）、「どちかという

と使いやすい」8 名（29.6％）であった（図

2）。使いやすい、どちらかというと使いやす

いという回答が多くを占め、また ABC 行動

記録が最も使いやすいツールであると判断

されたようである。
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図 1 研修の分かりやすさ  

図 2 各ツールの使いやすさ 

 

 

３．BPI-S、FAST のワークをして読み取れ

たこと 

研修後に、BPI-S、FAST のワークをして

読み取れたことについて自由記述で回答し

てもらった。 

1）BPI-S 

BPI-S については、以下の①～⑤の内容が

抽出された。 

① 問題行動の頻度・強度の可視化 

・問題行動の発生頻度や重症度（強度）を客

観的に把握・整理することができた。 

・これまで感覚的・主観的に捉えていた行

動を、数値で見ることで実態が明確になっ

た。 

・頻度が高いが軽度な行動と、頻度は低い

が重度な行動の違いに気づけた。 

②  ターゲット行動の選定に活用 

・数値をもとに、優先して対応すべき行動
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（ターゲット行動）を選定できる材料とな

った。 

・どこに注目して支援・分析を進めるかが

明確になった。 

③ 行動の分類・傾向の理解 

・自傷、攻撃、常同行動などの問題行動の分

類ごとの傾向や深刻度を把握。 

・客観的に見ることで、思い込みに気づけ

たり、見落としていた行動にも気づけたり

した。 

④ 問題行動同士の関係性の発見 

・複数の問題行動間の相互関係や偏りも見

えるようになった。 

⑤支援の必要性・優先度の判断 

・どの行動に対して早期介入が必要かの判

断ができた。 

・放置されてきた背景や、対応の優先順位

を考える材料にもなった。 

 

2）FAST 

FAST については、以下の①～④の内容が

抽出された。 

① 問題行動の機能の把握・特定 

・問題行動がどのような機能を持っている

かを明らかにできた。 

・行動の機能として、社会的注目、要求、逃

避、感覚刺激、感覚回避などが考えられるこ

とが分かった。 

・主に社会的機能が関係していることに気

づいた。 

・同じ行動でも、社会的機能と感覚刺激の

両方が関与している可能性があるため、見

極めが重要。 

・FAST を通じて、思い込みとは異なる行動

機能が見えてきた。 

② 対応・支援の方向性への示唆 

・行動の機能を理解することで、支援・対応

策を検討しやすくなった。 

・行動の背景や状況から、なぜその行動が

起こるのかを仮説立てることができた。 

・問題行動の時間帯や場面などの傾向も把

握可能。 

③  行動の理解・視点の変化 

・問題行動を動詞で具体化することで本質

が見えた。 

・行動から心理的な側面を考える視点が持

てた。 

・困っているときにどういう行動をとるの

かという理解に繋がった。 

・対象者の行動をまとめて捉えるのではな

く、行動ごとに分析する視点が持てた。 

④ 分析結果の読み取り 

・行動の機能のスコアが均等または僅差で

出るケースもあり、単一の機能だけに注目

しないことが大切である。合計点が最も高

かった要素を軸にしつつ、他の要因も視野

に入れる必要がある。 

 

４．機能的行動アセスメントの実施状況 

研修から 2 週間後のフォローアップ時点

では、機能的行動アセスメントがその後も

活用されているかどうか、および日々の業

務において、問題行動への対応がしやすく

なっているかなどを 5 件法で尋ねた。 
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初めに、「問題行動について、BPI-S を用

いて問題行動の全体像、頻度、強度を把握で

きるか」という問いについて、「そう思う」

8 名（50.0％）、「ややそう思う」7 名（43.8％）、

「どちらともいえない」1 名（6.8％）の回

答が得られた。次に「問題行動について、

FAST を用いてその機能を推定することが

できるか」は、「そう思う」5 名（31.3％）、

「ややそう思う」8 名（50.0％）、「どちらと

も言えない」2 名（12.5％）、「あまりそう思

わない」1 名（6.3％）という結果であった。

「問題行動の機能を推定するために、行動

とその前後の状況（ABC 分析）を記述する

ことができるか」については、「そう思う」

6 名（37.5％）、「ややそう思う」が 10 名

（62.5％）であった。 

「あなたの支援している対象者の問題行

動について、機能を推定できているか」につ

いては、「そう思う」が 5 名（31.3％）、「や

やそう思う」が 11 名（68.8％）であった。

「問題行動の機能を推定することは、対応

をより効果的にすると感じるか」は、「そう

思う」が 11 名（68.8％）、「ややそう思う」

が 5 名（31.3％）であった。最後に「機能的

行動アセスメントを実施することにより、

対応策を考えやすくなったか」については、

「そう思う」が 10 名（62.5％）、「ややそう

思う」が 6 名（37.5％）であった。 

図 3. 機能的アセスメントの実施状況 

 

５．BPI-S、FAST、ABC 行動記録から読み

取れたこと 

研修から 2 週間後に、自身の現場で BPI- 

S、FAST、ABC 行動記録の実践をして読み 

 

取れたことについて自由記述で回答しても

らった。 

1） BPI－S 

BPI-S については、以下の①～④の内容が
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抽出された。 

①問題行動の頻度・強度の可視化 

・問題行動の頻度や重症度（強度）を客観的

に把握できた。 

・頻度や重さを整理することで、ターゲッ

ト行動の選定に役立った。 

・行動が「多い」と感じていたが、実際の数

値評価で現状把握ができた。 

② 行動の種類の特定と比較 

・攻撃行動、自傷行動、常同行動の中でどの

タイプの行動が多いか特定できた。 

・「以前との比較」を通して、行動の変化も

把握できた。 

③ 支援の方向性の明確化 

・対象者の問題行動の特性を把握すること

で、支援における優先順位や必要性の有無

が明確になった。例：攻撃行動はあるが軽度

で、他の問題行動は見られない → 現時点

での支援は限定的でよい。 

④ 主観的な印象とのギャップ解消 

・行動が激しく「多いように感じていた」が、

数値で見たことで主観と客観の差を確認で

きた。 

 

2）FAST 

FAST については、以下の①～④の内容が

抽出された。 

① 問題行動の機能（強化の要因）の推定 

・逃避行動が主な機能として示唆されたが、

他にも痛みの軽減や好みの活動の要求など

の要因が考えられた。 

・感覚刺激（自動的強化）の可能性が高いと

推定されたケースもあった。 

・同じ行動でも、複数の要因が絡んでいる

場合があることが明らかになった。 

・行動の機能を明確に推定することができ

た。 

② 状況別での行動の起こりやすさの分析 

・問題行動が起こる場面には、児童数や教

員数が多く、課題遂行の要求があるという

特徴があった。 

・問題行動が起きにくい場面は、人的・物理

的刺激が少なく、要求も少ないことが分か

った。 

③観察と評価の精度の向上 

・複数の観察者で同じツール（FAST）を使

うことにより、主観的な推測を補完し、曖昧

さを軽減できる。 

・結果の客観性や信頼性が高まると感じた。 

④対象行動を絞る意義 

・行動の対象を明確に絞ることで、その行

動の本質に焦点を当てて検討できた。 

 

3)ABC 行動記録 

ABC 行動記録については、①～④の内容が

抽出された。 

① 問題行動の発生状況・背景の把握 

・行動が起きやすい環境があることが分か

った 

・行動の発生場面や環境的要因（Antecedent）

を具体的に把握できた。 

② 行動の機能と強化の要因の推定 

・標的行動「手で他者を押す」は、歯磨きの

仕上げ磨きの回避という機能で強化されて
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いると推定できた。 

・大声を出す行動は、心地よい感覚刺激を

得る手段（自動的強化）として機能している

と考えられた。 

・問題行動の結果として、教師からの注目

や補助を得ることができ、課題回避や注目

獲得が強化の要因になっていることが分か

った。 

③ 支援や対応の方向性の示唆 

・行動を減らすためには、活動をなくすの

ではなく、活動のやり方の工夫やご褒美の

導入が有効と考えられる。 

・問題行動が他場面に広がらないよう、早

期の支援改善が必要とされている。 

④ 行動の前後関係の理解と支援者の振り

返り 

・行動の前後に目を向けることができるよ

うになり、状況把握や対応案の検討がしや

すくなった。 

・過去の行動記録との比較により、きっか

けや共通点、支援者のかかわり方、工夫の振

り返りも可能となった。 

 

６．普及促進のために必要な支援 

職場で、FAST や ABC 行動記録シートを用

いて、機能的行動アセスメントを実施して

いく場合に、職場内外でどんなサポートが

あると実施しやすかったり、普及につなが

ると思われるか、という問いに対して、自由

記述で回答してもらった。その結果、以下の

①～⑥の内容が抽出された。 

① 研修・教育の充実 

・基本的な行動分析の知識や実施方法につ

いての継続的な研修が必要である。 

・研修内容に演習（ワーク）やストラテジー

シート活用を含めると実践に結びつきやす

い。 

・動画教材の共有や、実際の事例を使った

ディスカッションの機会が効果的である。 

・新人職員や異動職員への定期的な説明も

必要である。 

② 相談・サポート体制の整備 

・分からない点をすぐに相談できるよう、

LINE やチャットツールの活用が有効であ

る。 

・メール・オンラインで助言がもらえる体

制があると実施がしやすい。 

・職場内に分析に詳しい人材や SV（スーパ

ーバイザー）がいると心強い。 

・「よくある質問」集や記入マニュアルなど、

補助資料の整備も有効である。 

③ チームでの取り組みと役割分担 

・複数人で記録を取り、見合う体制をつく

ると効果的である。 

・記録後に整理や分析を担う人材がいるこ

とで負担軽減につながる。 

・支援策を一緒に考える場や支援会議を設

けることで理解が深まる。 

④ 記録・分析の環境整備 

・ドキュメントやスプレッドシートでの記

録・共有が便利である。 

・入力項目に応じて自動的にグラフ化され

る仕組みがあると効率的である。 

・ABC 分析では、その場のきっかけに加え
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て、背景や体調などの情報も重視されるた

め、家庭・ヘルパーとの連携が必要である。 

⑤ 普及への工夫と組織的な取り組み 

・職場や事業所の方針として FBA の視点を

明示することが大切である。 

・当たり前に使う文化を根付かせるための

習慣化が有効である。 

・小さなチーム単位で成果を実感し、広げ

ていくことで普及につながる。 

・加算対象にするなど制度面のインセンテ

ィブも効果的な可能性がある。 

⑥ 実践的な成功体験の共有 

・実際に FBA を活用して行動改善が見られ

た成功事例の共有がモチベーションになる。 

・やりがいや達成感を感じられる環境づく

りが継続的な実施につながる。 

 

 

 

 

 

表 1 CHABA の研修前後の変化（n=27） 

 

 

7. CHABA の変化 

CHABA の得点を事前・事後の 2 時点で

比較した（表 1）。正の学習と刺激の 2 つの

下位尺度得点が事前と比較して事後の方が

有意に高く（t=-2.77, -2.24, それぞれ p=0.01, 

0.03）、研修後にこれらの原因への理解が高

まったと考えられる。一方、フォローアップ

まで回答した 16 名で比較したところ、有意

な差は認められなかった（表 2）。 

 
8. 挑戦的行動自己効力感 

挑戦的自己効力感の 5 つの項目のうち、

問題行動への対処の困難感、対処法の望ま

しい効果、対処法への満足度、問題行動への

コントロール感には特に変化は認められな

かった（表 3）。一方、問題行動に対処する

自信は、研修前と比較して、研修後、フォロ

ーアップ時点で有意に高くなっていた

（F(2,15)=3.42, p=0.047）。 

 

 

 

 

 

  事前  事後  t    df p 

 n = 27 平均 SD 平均 SD         

正の学習 L/LP 3.99 0.46 4.22 0.60 -2.77 ** 26 0.01 

負の学習 L/LN 3.96 0.53 3.90 0.75 0.49   26 0.63 

生物医学的 BM 3.44 0.60 3.46 0.56 -0.27   26 0.79 

情動的 EM 3.43 0.63 3.38 0.63 0.91   26 0.37 

物理的環境 PE 3.58 0.51 3.65 0.55 -0.90   26 0.38 

刺激 ST 2.84 0.45 3.04 0.57 -2.24 * 26 0.03 

             ** p<.01, * p<.05 
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表 2  CHABA の研修前後、フォローアップ時点の変化（n=15） 

  事前 事後 フォローアップ 
F p 

 n = 15 平均 SD 平均 SD 平均 SD 

正の学習 L/LP 4.07 0.49 4.22 0.59 4.02 0.54 1.16  0.33 

負の学習 L/LN 4.09 0.45 3.80 0.85 3.91 0.60 1.93  0.16 

生物医学的 BM 3.47 0.73 3.39 0.60 3.26 0.48 1.16  0.33 

情動的 EM 3.35 0.71 3.25 0.65 3.19 0.63 0.77  0.42 

物理的環境 PE 3.72 0.53 3.69 0.59 3.55 0.43 1.25  0.30 

刺激 ST 2.94 0.49 2.94 0.49 2.91 0.54 0.37  0.70 

 
 
 
 
表３ 自己効力感の研修前後の変化（n=27） 

  事前 事後 フォローアップ 
F／ｔ p 多重比較 

 n = 15 平均 SD 平均 SD 平均 SD 

問題行動に対処する自信 
3.73 1.10 4.33 1.18 4.47 0.74 3.42 * 0.047 

事前＜事後， 

事前＜フォローアップ 

問題行動への対処の困難感 3.40 1.50 3.13 1.19 3.33 1.11 0.39  0.68  

問題行動への対処法の望ましい効果 4.38 0.96 － － 4.81 0.66 -1.60  0.13  

問題行動への対処法への満足度 3.63 1.02 － － 4.06 0.85 -1.82  0.09  

問題行動へのコントロール感 4.06 1.12 － － 4.00 0.97 0.24  0.82  
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Ｄ 考察 

１． オンデマンド研修の有用性について 

オンデマンド研修については、いずれの

研修も分かりやすい、どちらかといえば分

かりやすいの回答が 100％を占め、各ツール

の使いやすさについても使いやすい、どち

らかと言えば使いやすいという意見が大多

数を示していた。実際に BPI-S、FAST、ABC

行動記録を実践してもらうことにより、問

題行動について、BPI-S を用いて問題行動の

全体像、頻度、強度を把握できるようにな

り、また、FAST を用いてその機能を推定す

るこができるようになった参加者がほとん

どであった。問題行動の機能を推定するた

めに、行動とその前後の状況（ABC 分析）

を記述することができると回答した人は全

員であった。これにより、全員が、支援して

いる対象者の問題行動について、機能を推

定でき、また、問題行動の機能を推定するこ

とは、対応をより効果的にすると感じると

回答した。 

BPI-S については、研修後には、問題行動

の頻度・強度が可視化できたり、ターゲット

行動の選定に活用できる、行動の分類・傾向

が理解できる、問題行動同士の関係性が発

見できる、支援の必要性・優先度の判断がで

きる、というような意見が得られ、BPI-S の

目的を十分に理解していると考えられた。 

フォローアップ時には、問題行動の頻度・

強度の可視化、行動の種類の特定と比較が

できるという意見が得られ、また実際に

BPI-S を実施したことにより、支援の方向性

の明確化につながったり、主観的な印象と

のギャップが解消された、という意見が聞

かれ、その有用性が確認された。 

 FAST に関しては、研修後には、行動の機

能について理解し視点が変化したという意

見があり、また、問題行動の機能の把握・特

定ができる、対応・支援の方向性への示唆が

得られる、分析結果から対象者の行動を理

解していくことの重要性に関する意見が聞

かれた。フォローアップ時には、実際に

FAST を実践することで、問題行動の機能

（強化の要因）の推定ができた、状況別での

行動の起こりやすさの分析や観察と評価の

精度の向上につながったという意見、そし

てその後の直接観察に向けて、対象行動を

絞る意義についても理解できたという意見

が聞かれ、間接的に行動の機能を推定する

ためのツールとしての有用性が示された。 

 ABC 行動記録に関しては、フォローアッ

プ時に、問題行動の発生状況・背景の把握お

よび行動の機能と強化の要因の推定ができ、

行動の前後関係の理解と支援者の振り返り

につながり、そして、そこから支援や対応の

方向性が示唆された、という意見が聞かれ、

直接観察に基づく ABC 行動記録の有用性

が示唆された。 

 

２． オンデマンド研修の実施・普及のため

のサポート 

 普及のために必要なサポートとして、研

修・教育の充実が挙げられていた。継続的な

研修や実際の事例を扱ったディスカッショ
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ンの機会に関する要望もあり、オンデマン

ド研修に加え、集合型の研修機会を継続的

に確保する必要性が示唆された。また、相

談・サポート体制の整備の強化についても

必要性が示されている。実際に実践する中

で、分からない点について相談できたり、助

言ができる体制の整備が望まれている。人

を介さない「よくある質問」集や記入マニュ

アルなど、補助資料の整備も有効であろう。 

加えて、職場で組織的に取り組むことが

肝要であり、チームで役割分担しながら実

践する必要性も強調されている。複数人で

記録を取るような体制、記録後に整理や分

析を担う人材の確保、記録をもとに支援策

を一緒に考える場や支援会議を設けること

が求められる。記録や分析の環境整備も重

要であり、チーム内で共有しやすい形態を

模索する必要がある。その上で成功事例を

共有し、組織内での経験値を積み上げてい

く必要があるだろう。 

 

３．研修による CHABA の変化 

 事前、事後、フォローアップの 3 時点に

おける CHABA の変化は見られなかったが、

事前、事後のみ回答した 27 名を対象にする

と。研修前と比較して、研修直後には、問題

行動の原因帰属として、正の学習と刺激に

関する値が有意に高くなっていた。今後、人

数を増やして検討する必要があるが、問題

行動の原因として、要求や注目を得るため

であるという正の学習があること、また刺

激がないという状態も問題行動を誘発しう

ることに、オンデマンドの研修を通して認

識が高まったことが示唆された。 

一方で、今回の参加者は、原因帰属の下位

尺度得点が研修参加前から高く、問題行動

の原因帰属について、もともと理解してい

た可能性も高く、今後は初学者を対象に

CHABA を実施して、経験の浅い支援者の下

人帰属についての認識についても評価して

いく必要がある。 

 

４．研修による自己効力感の変化 

 問題行動への対処に関する自己効力感に

ついては、問題行動への対処の困難感、対処

法の望ましい効果、対処法への満足度、問題

行動へのコントロール感には特に変化は認

められなかった一方で、問題行動に対処す

る自信は、研修前と比較して、研修後、フォ

ローアップ時点で有意に高かった。当該研

修は、支援の方策を検討するための機能的

行動アセスメントの研修であり、対処法に

ついて具体的に検討する内容ではない。そ

のため、まずは問題行動へ対処する自信が

高まったことは十分な成果と言えよう。今

後は、人数を増やすことにより、当該研修が

問題行動への対処に関する自己効力感のど

の側面に影響するのかを丁寧に検討してい

く必要がある。 

 

５． オンデマンド研修の限界と今後の展望 

 上述してきたように本研究で開発した機

能的行動分析のオンデマンド研修は、一定

の有効性を示した。完全なオンデマンド型
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として提供され、完遂できるかどうかは、参

加者の内的モチベーションに大きく左右さ

れる形態であったにも関わらず、研修自体

は約半数が完了し、また 2 週間後のフォロ

ーアップ調査にも最初の参加者の 3 分の 1

の人数が参加できたことについても一定の

成果があったと言えよう。このように最後

まで研修を完了できた参加者からの回答か

らは、研修内容の分かりやすさ、各種ツール

の使いやすさに関して一定の有効性が示唆

されたが、今後さらに検討するべきは脱落

者のデータである。研修を普及・実施するた

めのサポートや工夫に関する意見も参考に

しながら、最後まで研修を完了できなかっ

た要因について、改めて分析していく必要

があると考えられる。さらに、同様の研修を

対面で実施した場合にオンデマンド研修で

得られた成果との相違点を検討することも、

研修の実施・普及の要因を探る一助となる

であろう。 

 本研修は、講師や会場を必要とせず、時間

も支援者の任意の時間にできる完全独立型

のオンデマンド研修であるため、本研究期

間が終了した後もホームページで公開し、

無料で使用できる仕様となっている。問題

行動への実際の対処法や支援方法の検討、

問題行動への減少にはさらなる研修や定期

的なスーパービジョンが必要であることは

言うまでもないが、その前段階として必須

の機能的行動アセスメントに関して、体系

的に無料で学べる仕組みが整ったことは、

今後の我が国の強度行動障害のある人への

効果的な支援を促進すると考えられる。  
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分担研究報告書 

 

機能的アセスメントをベースにした対面研修の効果について 

 

研究協力者  近藤鮎子（株式会社エルチェ） 

研究協力者  竹矢恒 （一般社団法人 あんぷ） 

主任研究者  井上雅彦（鳥取大学医学系研究科) 

 

要旨 
いわゆる強度行動障害は、学齢期から重篤化し成人期まで継続することが指摘されて

おり、機能的行動アセスメントに基づくアプローチと薬物療法を含む長期的な治療を必

要とすることが多い。機能的アセスメントは、本人視点から環境との相互作用中で行動

問題の原因や背景を理解し、効果的な支援を実現するために必要不可欠な評価である。

本報告では機能的アセスメントを中核にした強度行動障害の基礎・実践研修後の応用研

修として実施した 2024 年度 東京都社会福祉協議会における「強度行動障害アドバンス

研修」の効果を検討した。これに基づき、機能的アセスメントによる知識や技術をどの

ように活用すべきか考察する。 

 

A. 研究目的 
行動障害に対する心理社会的アプロー

チに関する多くの研究が、行動分析学をベ

ースにした「機能に基づくアプローチ」を最

も有効なものであることを示している

（Horner ら,2002）。機能に基づくアプロ

ーチとは、行動問題を引き起こしている先

行事象とその行動を維持している強化子を

特定することで、“なぜその人がその行動を

するのか”を理解し、その行動を引き起こし

ている先行事象を変更し（環境調整）行動を

生じにくくするとともに、課題行動の代わ

りとなる望ましい行動（コミュニケーショ

ンや余暇活動、課題従事行動など）を教えて

いくアプローチである。 

我が国の支援手法としては、障害特性の

アセスメントから環境調整まで、支援手順

書を活用した統一的な支援を「標準的支援」

としていたが、2023 年の「強度行動障害を

有する者の地域支援体制に関する検討会」

の報告書においては「強度行動障害を有す

る者への支援においては、障害特性を正し

く理解し、機能的なアセスメントを行う等

の根拠のある-標準的な支援を行うことを

基本」とすることが明記された。 

本報告では機能的アセスメントを基礎

とした強度行動障害の応用研修として 10

年以上にわたって実施してきた東京都社会

福祉協議会において 2024 年度に実施され

た「強度行動障害アドバンス研修」の概要と
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その効果について検討する。 

 

Ｂ 研究方法 

１．参加者・対象者 

参加者は、国内で強度行動障害のある利

用者を担当する施設の支援員で、通所・入

所は問われなかった。参加者の平均年齢は

37.9 歳（うち男性 17 名、女性 4 名）であ

った。障害のある利用者の支援に携わった

経験年数は、平均して 10.1 年であった

（表 1）。 

表 1 2024 年度 東京都アドバンス研修の参加

者・対象者 

     

参加者は自分の担当する強度行動障害の

ある利用者を 1 名、今回の研修の演習で取

り上げる対象者として選定した。対象者の

平均年齢は 31.9 歳（うち男性 17 名、女性

4 名）であった。 

対象者の所持する療育手帳の度数は、2

度が 18 名で最も多かった。障害程度区分

は、区分 6 に該当する人が最も多かった。

知的障害の程度は、重度である人が最も多

かった。主な診断は、自閉スペクトラム症

（ASD）が 17 名と最も多く、てんかん 10

名が続いた。注意欠如・多動症

（ADHD）、や統合失調症の診断を持つ人

もいた。また、主な診断がついていない人

もいた（表 2）。 

表 2 各対象者の療育手帳・障害程度区分・知的

障害の程度・主な診断名 

 

 

2．スケジュール・内容 
 今回実施した東京都のアドバンス研修は

1 回 2 時間で、全 6 回の連続研修であっ

た。6 回目は事例発表会（事業所の責任者

も参加）として、参加者は対象者の行動改

善を発表した。また、開始に先立って参加

者が所属する事業所の責任者の同席のもと

プレセミナーを行い、研修目的についての

説明や、利用する SNS として Slack の使

い方や、行動記録に利用するアプリの使い

方の説明を行った。 

 研修のセッティングは図１のような形式

で参加者 3-4 名を一つのグループとして、

それぞれにグループリーダー（強度行動障

害の十分な実践経験を有し、アドバンス研

修を修了した者）とサブリーダーを配置し

た。複数グループには応用行動分析の専門

家がインストラクターとして参加した。 

参加者 平均年齢（下限-上限） 37.9 (24-60)

(N=21) 経験年数（下限-上限） 10.1 (4-20)

性別 男性17名／女性4名

対象者 平均年齢（下限-上限） 31.9 (19-53)

(N=21) 性別 男性17名／女性4名

人数

1度 1

2度 18

3度 1

4度 1

非該当 1

区分4 3

区分5 6

区分6 11

不明 5

軽度 1

中度 2

重度 13

ASD 17

てんかん 10

ADHD 3

統合失調症 1

なし 1

知
的
障
害

の
程
度

主
な
診
断
名

(

重
複
有

)

療
育
手
帳

障
害
程
度

区
分
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図 1 グループの構成 

 

 研修の各回は講義と演習で構成された。

講義内容は以下のとおりであった。 

① 標的行動の選択と具体化 

② 行動の機能的アセスメント  

③ 先行条件への介入（環境調整） 

④ 代替行動の支援 

⑤ 代替行動の強化とＣＢの消去 

⑥ クールダウンの方法 

参加者は自分の選定した対象者につい

て、これらの講義内容をもとに対象となる

問題行動の機能を推定し、ストラテジーシ

ートに従って支援計画を作成する演習を行

った。研修終了後、参加者は各現場におい

て実際の対象者の行動を記録し、現場の他

の担当者と共に支援計画を作成して実践し

た。次の回の研修で、実践した結果として

の行動記録を持ち寄り、結果についてグル

ープ内でディスカッションを行うという流

れを各回で繰り返した（図 1）。 

ICT の活用として、研修講座用のＨＰを

開設し、参加者は自分の事業所のスタッフ

に研修会の内容を伝達研修する場合に活用

できるミニ講座を利用できた。 

各回は約 1 か月の間隔があり、その間参

加者は事業所に持ち帰って実践を行った。

研修と研修の間の実践期間における進捗の

報告やリーダーやインストラクターからの

アドバイスを行うツールとして Slack を使

用した。また行動観察などの記録はアプリ

ケーションもしくは紙による記録用紙を利

用した。 

 

 

図 1 東京都アドバンス研修の流れ 

 
Ｃ 結果 

参加者の事業所におけるミーティングや記

録実施に関するアンケート結果 

 アドバンス研修においては、参加者が自

分自身の事業所内で現場の担当者に研修の

内容を伝え、実践に繋げることを肝として

いる。各研修回の冒頭で行うアンケートで

は、研修の後に参加者が自分の事業所でミ

ーティングを実施することができたか、記

録を行うことの意義や方法、重要性につい

て説明することができたかについて質問

し、参加者の回答を得た（表 3）。 

 研修の後、自分の事業所においてミーテ

ィングを行えたかどうかの質問に対して

は、おおむね 85～95％の参加者が 1 回以

上実施できたと回答した。また、行動記録

についての説明を行うことができたかにつ

いては、おおむね 85～95%の参加者が
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「できた」または「すこしできた」と回答

した。 

表 3  研修の後、参加者が事業所でミーティングを行うことが

できたか・記録についての説明ができたか（アンケート回答）  

 

2 回目と 3 回目の研修冒頭のアンケート

では、自分の事業所において行った ABC

行動観察記録の結果を関係する職員と共有

することができたか、という質問の回答を

求めた。2 回目の研修時に「できた」「す

こしできた」と回答した参加者が 40%だっ

たのに対し、3 回目の研修時には、75%と

増加した（表 4）。 

 また、2 回目～4 回目の研修冒頭のアン

ケートでは、自分の事業所において行った

スキャッタープロット記録の結果を共有す

ることができたか、という質問の回答を合

わせて求めた。2 回目の研修時に「でき

た」「すこしできた」と回答した参加者が

65%だったのに対し、3 回目の研修時に

は、75%、4 回目の研修時には 80%と増加

した（表 5）。 

表 4  参加者が、自分の事業所の職員に対して ABC 行動記録

の結果を共有できたか（アンケート回答）  

 

表 5 参加者が、各事業所の職員に対してスキャッタープロッ

トの結果を共有できたか（アンケート回答）

 

参加者の支援知識について研修前後比較 

連続研修の事前（Pre）と事後（Post）

で、参加者の行動の機能を推定する際の下

となる、行動変容法に対する知識の変化と

して Knowledge of Behavioral Principle 

as Applied to Children (KBPAC；O’Dell 

ら 1979)の短縮版を用いて検討した。参加

者の強度行動障害の支援を行った経験年数

を、10 年未満の群（未満群：n=11）と 10

年以上の群（以上群：n=10）に分けてウ

ィルコクソンの符号付順位和検定を行い検

討を行った結果、各群と共に Post で有意

研修回数 回答
1回以上

実施した

実施できな

かった

できた・

すこしできた

どちらとも

いえない

できなかった・

あまりできな

かった

17 3 17 2 1

85% 15% 85% 10% 5%

19 1 19 1 0

95% 5% 95% 5% 0%

17 3 18 1 1

85% 15% 90% 5% 5%

19 1 18 2 0

95% 5% 90% 10% 0%

前回の研修後､

ミーティングを行えたか

行動記録の周知について

記録をとる意味を説明できたか

N=20

N=20

N=20

N=20

1回目

2回目

3回目

4回目

研修回数 回答数 できた
どちらともい

えない

できなかった・

あまりできな

かった

8 6 6

40% 30% 30%

15 3 2

75% 15% 10%

なし

2回目 N=20

3回目 N=20

4回目 N=20

1回目 項目なし

ABC行動記録シートの結果は職場で

共有できましたか?

なし

研修回数 回答数
できた・

すこしできた

どちらとも

いえない

できなかった・

あまりできな

かった

13 4 3

65% 20% 15%

15 4 1

75% 20% 5%

16 1 3

80% 5% 15%

なし

スキャッタープロットの結果は職場で

共有できましたか?

1回目 項目なし

2回目 N=20

3回目 N=20

4回目 N=20
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にスコアが上昇した（表 6）。 

表 6 参加者の機能分析に関する知識テスト（KBPAC）の結果 

 

対象者の行動指標について研修前後比較 
強度行動障害のある対象者の行動につい

ては ABC-J（異常行動チェックリスト日

本版）、BPI-S（問題行動調査票短縮版）、

強度行動障害判定基準表（旧法）の Pre と

Post の変化を測定し、対象者の支援を担

当している参加者の経験年数を基に、10

年未満の群（未満群）と 10 年以上の群

（以上群）に分けてウィルコクソンの符号

付順位和検定を行い、研修効果の検討を行

った。 

ABC-J のスコアにおいては、「不適切な

言語」の項目を除く全てのスコアが、Post

において有意に減少した、もしくは有意に

減少する傾向がみられた（表 7）。BPI-S

のスコアにおいては、「攻撃的・破壊的行

動（頻度）」と「常同行動（頻度）」と全体

の合計値において、スコアが Post で有意

に減少した（表 8）また、強度行動障害判

定基準表（旧法）のスコアにおいても、以

上群と全体の合計値において、スコアが

Post で有意に減少した。 

 
Ｄ .考察 

機能的アセスメントをその中核にした強

度行動障害の応用研修として、2024 年度 

東京都社会福祉協議会 強度行動障害アド

バンス研修の参加者の担当する対象者は

ABC-J や BPI-S、強度行動障害判定基準

表（旧法）の平均得点からも、行動障害の

状態にあったと考えられる。特に、支援経

験が 10 年以上である参加者が選定した対

象者の平均値は 10 年未満の参加者に比べ

て高いスコアであったことから、経験年数

が長い職員が、より重篤な行動障害を抱え

る利用者の対応を任される可能性が高いこ

とが示唆された。 

今回の連続研修の事前事後では、全ての

参加者の行動変容に関する知識が向上し

た。また、対象者に対する書く行動指標

（ABC-J、BPI-S、強度行動障害判定基準

表）のスコアの変化からは、10 年以上の

支援経験のある参加者が選定した対象者の

群では行動がより大きく改善したことも示

唆された。しかし一方で、支援経験が 10

年未満の参加者が選定した対象者の群で

は、行動指標には有意な改善はみられなか

った。このことから、今回行った月に 1

回、全 6 回のグループ研修の枠組みに加

え、これまでの支援の経験に基づいた現場

での実践が効果を高めた可能性が考えられ

る。また、本研究においては自分自身の事

業所のメンバーに対してミーティングを開

催し、記録をったり支援計画を作る際の取

り仕切りを行うことが求められていた。そ

のため、支援の知識や技術だけではなく、

現場における参加者自身の権限や、スタッ

フ間のコミュニケーションにおいて、支援

Pre Post P値

経験10年未満
の参加者
(n=11)

10.4

(5-14)

13.5

(9-21)
0.021 p<.05*

経験10年以上
の参加者
(n=10)

14.6

(8-23)

17.3

(12-24)
0.001 p<.01**

参加者全体
(N=21)

12.4 15.3 0.000 p<.001***
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経験が少ない参加者にとっては利用できる

リソースが少なかった可能性が考えられ

る。 

今回、支援の経験年数によって研修の効

果に大きく差が見られた。数名の参加者 1

グループに対してリーダーやインストラク

ターを複数名配置して行うという研修の特

性上、研修 1 回あたりの参加者の数は限ら

れるという制約がある。強度行動障害のあ

る利用者の行動を大きな改善につなげるこ

とができる連続研修のパッケージでは、よ

り持続的で大きな効果を出すための要因を

明らかにすることが強く望まれている。経

験年数によって研修効果に差がみられた今

回の結果を受け、どのような対象者に対し

てどのような内容の研修が少ない資源の中

でより大きな成果を得ることができるのか

を再考する必要がある。研修がパッケージ

化されているために機能的アセスメントの

単独効果が実践結果にどのように影響して

いるかは明確でないが、今後参加者や対象

者の属性について考慮に入れながら、同様

の研修を開催し、成果を比較することで詳

細な分析に繋げることができると考える。 
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表 7 対象者の日本語版異常行動チェックリスト（ABC-J）のスコア 



44 
 

 

 

表 8 対象者の BPI-S と判定基準法（旧法）のスコア 

 

Pre Post P値

未満群(n=11) 12.1 (0-39) 9.7 (0-25) 0.284

以上群(n=10) 12.8 (3-27) 8.5 (2-33) 0.075 p<.1+

全体(N=21) 12.4 (0-39) 9.1 (6-100) 0.053 p<.1+

未満群(n=11) 7.5 (0-22) 7.5 (0-22) 0.398

以上群(n=10)  7.5 (0-22) 3.8 (0-13) 0.050 P<.05*

全体(N=21) 7.5 (0-22) 3.8 (0-22) 0.369

未満群(n=11) 4.4 (0-13) 5.3 (0-11) 0.327

以上群(n=10) 5.7 (0-16) 3.6 (0-16) 0.065 p<.1+

全体(N=21) 5.7(0-16) 3.6 (0-16) 0.491

未満群(n=11) 9.2 (0-38) 8.5 (2-17) 0.878

以上群(n=10) 10.9 (2-35) 6.6 (0-36) 0.015 P<.05*

全体(N=21) 10.9 (0-38) 6.6 (0-36) 0.135

未満群(n=11) 2.0 (0-5) 3.0 (0-6) 0.196

以上群(n=10) 3.5 (0-8) 2.6 (0-8) 0.184

全体(N=21) 3.5 (0-8) 2.6 (0-8) 0.886

未満群(n=11) 35.1 (4-112) 34.0 (8-69) 0.831

以上群(n=10) 40.5 (12-82) 25.1 (6-100) 0.027 p<.05*

全体(N=21) 37.7 (4-112) 29.8 (6-100) 0.082 p<.1+

興奮性

無気力

常同行動

多動

不適切な
言語

合計

Pre Post P値

未満群(n=11) 2.2 (0-9) 2.9 (0-12) 1.000

以上群(n=10) 4.1 (0-11) 3.0 (0-11) 0.206

全体(N=21) 3.1 (0-11) 3.0(0-12) 0.477

未満群(n=11) 5.7 (1-20) 4.0 (0-12) 0.283

以上群(n=10) 5.9 (1-15) 2.7 (0-11) 0.006 p<.01**

全体(N=21) 5.8 (1-20) 3.4 (0-12) 0.019 p<.05*

未満群(n=11) 12.9 (6-24) 14.5 (3-26) 0.357

以上群(n=10) 20.3 (0-47) 12.9 (2-38) 0.010 p<.01**

全体(N=21) 16.4 (0-47) 13.8 (2-38) 0.217

未満群(n=11) 20.8 (9-42) 21.5 (3-37) 0.831

以上群(n=10) 30.3 (5-58) 18.6 (6-46) 0.014 p<.05*

全体(N=21) 25.3 (5-58) 20.1 (3-46) 0.128

未満群(n=11) 7.4 (0-24) 6.3 (0-19) 0.443

以上群(n=10) 11.4 (3-29) 7.3 (0-23) 0.027 p<.05*

全体(N=21) 9.3 (0-29) 6.8 (0-23) 0.041 p<.05*

判定基準表

BPI-S

自傷行動

（頻度）

攻撃的・

破壊的行動

（頻度）

常同行動

（頻度）

合計
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

「強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究」（研究代表者：井上雅彦） 

 

 

分 担 研 究 報 告 書 「 医 療 に お け る ス ー パ ー バ イ ザ ー に よ る 遠 隔 症 例 検 討 」  

 

分担研究者：国立病院機構肥前精神医療センター    會田 千重 

研究代表者：鳥取大学大学院医学系研究科       井上 雅彦 

研究協力者（医療分野）： 

      ゆうあい会石川診療所           高橋 和俊 

日本発達障害ネットワーク        市川宏伸 

国立病院機構さいがた医療センター     山下 健 

愛知県尾張福祉相談センター        吉川 徹 

岡山県精神科医療センター         児玉 匡史 

国立病院機構菊池病院          田中 恭子 

 社会福祉法人はるにれの里 地域支援事業所 中村 明美 

千曲荘病院               安藤 直也 

      東京都立松沢病院         金城 圭、羽田野 晴美、黒木 和弘、石橋 浩弥 

      国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 成田 秀幸、根本 昌彦 

      かとうメンタルクリニック        樋端 佑樹 

国立病院機構榊原病院          服部 秀則、濱口 正廣、青木 信親 

      京都府立洛南病院            幸田 有史、石川 千明、中西 祐斗 

      愛知県医療療育総合センター中央病院   小林 正人 

国立病院機構やまと精神医療センター   谷口 謙 

兵庫県中央こども家庭センター・ひょうごこころの医療センター 木下 直俊 

      松ヶ丘病院              坪内 健、谷 健太、鹿野 賢司、大田 奈緒 

      社会福祉法人横浜博萌会 児童心理治療施設 横浜いずみ学園  田渕 賀裕 

      岡山県精神科医療センター        大重 耕三、古田 哲也、福田 理尋 

藤田 純嗣郎、黒岡 真澄、牧野 秀鏡 

山下 えりか、楠本 麻由 

      国立病院機構賀茂精神医療センター    松川 桃子、元山 淳、川北比呂恵 

高田 千穗、古川 涼子 

      国立病院機構肥前精神医療センター  西原 礼子、山下 葉子、天野 昌太郎 

井村 祐司、荻本 みわ子、山元 美和子、石津 良子 

大坪 建、佐田 里穂 野間口 誠、興梠 嘉彰、濱 恵 

古賀 聖子、青山 瑞穂、江頭 弘典、小林百雲子、光藤崇子 

      長崎大学生命医科学域 保健学系 作業療法学分野   今村 明 

      長崎大学大学院医歯薬学総合研究科    岩永 竜一郎 
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研究協力者(福祉/教育分野ほか)： 

      国立重度知的障害者総合施設のぞみの園   日詰 正文 

西南学院大学                    倉光 晃子 

社会福祉法人はるにれの里 地域支援事業所ゆうゆう  中村 明美 

      一般社団法人 あんぷ                竹矢 恒 

      国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園 堀越 徳浩 

      京都市南部障がい者地域生活支援センターあいりん   太田 正人 

      社会福祉法人島根県社会福祉事業団 障害者支援施設光風園 松尾 卓哉 

      おかやま発達障害者支援センター           池内 豊 

      やまぐち総合教育支援センター ふれあい教育センター 真部 信吾 

      障害者地域生活・行動支援センターか～む       森口 哲也 

      社会福祉法人はる                  福島 龍三郎、上田 諭 

      社会福祉法人南高愛隣会               天本 瑞帆 

      社会福祉法人三気の会                今池 一成 

 

【研究要旨】本研究班では 2 年間の研究課題として、「強度行動障害の客観的なアセスメントパッケ

ージの実用化に向けた研究」に取り組んだ。筆者は昨年度の当研究班分担報告書では、「医療場面で

の Functional Analysis(FA)の開発」について報告した。今年度は強度行動障害の客観的なアセスメ

ントに基づく治療介入、地域支援体制づくりを意識しながら、医療・福祉関係者合同で分担研究者・

協力者を含めた事例に関する「強度行動障害 SV(スーパーバイズ)会議」（以下 SV 会議）をリモート

で毎月実施したので報告する。 

【結果】 

＜SV 会議の参加状況＞SV会議には事例報告医療機関の医師・看護師・心理士・作業療法士・ケース

ワーカー・児童指導員・保育士などと、外部機関の医師・看護師、福祉職や相談支援員、心理専門家

等が参加し、令和 6年 4月～令和 7年 3月の 1年間でのべ 12 回、のべ 312 名が参加した。 

＜SV 会議の効果＞12 ヶ月間で 4つの医療機関より 14 事例の継続相談があった。強度行動障害を伴

う相談事例の内訳は短期入院 10 例、長期入院 2例、外来 2例であった。一事例につき相談は１～９

ヶ月に渡った。10代・20代の男性が多く、知的障害の程度は最重度・重度が 7割、1例を除き全て

自閉スペクトラム症を合併していた。短期入院 10例の入院経緯は予定入院 4例、緊急入院 6 例であ

った。入院全 12 例中 11例が隔離対応（部分開放）、経過中身体合併症の治療で拘束が必要であった

事例が 1例であった。課題となっている行動は自傷、他害、器物破損、異食、放尿、意図的な嘔吐、

物の収集、脱走（遠方への逃走）など様々で、長期事例での意思決定や延命治療についての相談もあ

った。外来事例 2例は、児童精神科がいない地域で救急精神科病院での 10代男性患者対応の事例、

地域資源が限られるため遠方の児童精神科クリニックでの長期フォローを余儀なくされている 20代

男性患者の事例であった。リモートによる SV 会議で多分野多職種による遠隔症例検討を毎月行うこ

とで、治療介入のみでなく、地域移行や地域の福祉・教育分野との連携に有用なヒントが得られた。 

【考察】 

本研究による SV 会議により、①精神科病棟での手厚いチーム医療体制・研修整備の必要性、②病

棟環境調整の難しさ、③重大な他害など処遇困難事例の地域福祉サービス利用の難しさ、④福祉サー
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ビス利用を断られ疲弊した家族支援の問題、⑤各地域での強度行動障害支援体制の不足、などが改め

て浮き彫りになった。 

A．研究目的 

 強度行動障害の客観的なアセスメントに基づ

く治療介入と地域支援体制づくりのため、各地域

や医療機関で対応に苦慮する強度行動障害を伴

う事例に対し、「強度行動障害 SV 会議」を毎月実

施し、多職種の専門家チームによる意見交換・ス

ーパービジョンを行う。 

 

B．研究方法 

事例の治療介入、退院先への移行支援、地域支

援体制の構築等に関し、事前にケースシートや相

談票を記載してもらい、個人情報を含まない形で

クローズドのメーリングリストやビジネス用ア

プリで共有し、リモート会議で毎月意見交換やス

ーパービジョンを行った。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究の協力医療機関に対してプライバシー

保護について十分な説明を行い、事例対象者へは

共通した書面での説明と同意を行うよう、研究代

表施設の倫理委員会で承認された書面を各協力

医療機関に配布し使用した。 

事例対象者ご本人は主に重度知的障害を伴う

方を想定しており、十分な理解と同意が得られな

いため、保護者または成年後見人を代諾者として

インフォームドコンセントを行い、文書での同意

を得た。 

 

C．研究結果 

【SV 会議の参加状況】 

R4-5 年度「入院中の強度行動障害者への支援・

介入の専門プログラムの整備と地域移行に資す

る研究」で実施してきた SV 会議を、引き続き当

研究班の分担研究として継続した。 

SV 会議には事例報告医療機関の医師・看護師・

心理士・作業療法士・ケースワーカー・児童指導

員・保育士などと、外部機関の医師・看護師、福

祉職や相談支援員、心理専門家等が参加し、令和

6年 4月～令和 7 年 3 月の 1年間でのべ 12回、の

べ 312 名が参加した。SV会議は、R4-5 年度の「入

院中の強度行動障害者への支援・介入の専門プロ

グラムの整備と地域移行に資する研究」（研究代

表：會田）において介入プログラムを実践する中

で、事例の継続的な検討や SV の必要性があった

ため並行して開始したもので、會田班の SV 会議

には、令和 4年 4月～令和 6年 3月の 2年間での

べ 21 回、のべ 531 名が参加した。その研究班か

ら合わせると、計 3年間にわたって毎月継続して

実施できた。 

 

【SV 会議の内容】 

介入実践方法や地域移行・地域支援に向けた連

携手法について、具体的な質疑応答や手法・情報

の共有、専門家によるスーパービジョンを行った。

また使用する各フォーマットを実施・般化しやす

いよう改良・追加した。 

 具体的には、ABC-J（異常行動チェックリスト

日本語版）や BPI-S（問題行動評価尺度短縮版）

などの標準化された評価尺度、QABF（Questions   

about   Behavioral   Function ） や FAST

（Functional Analysis Screening Tool日本語版）

などの行動の機能的アセスメントの尺度を用い

て、強度行動障害の客観的なアセスメントを行い、

介入実践方法や地域移行・地域支援に向けた連携

手法について、具体的な質疑応答や手法・情報の

共有、専門家によるスーパービジョンを行った。

またケースシート（資料 1）や相談票（資料 2）、

クライシスプランシートなどのフォーマットを

使用し、実際に事例介入する際にリモートや外部

支援者でもスーパービジョンが可能なよう工夫

した。チームマネージメントについても多職種チ

ーム医療評価表（資料 3）を提示し、また会議の

中で各医療機関の病棟体制や地域資源の状況な

ども意識して取り上げ、「こうすべき」といった
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提案でなく、「こうすれば実現可能なのでは」と

いうように各医療機関で無理ない介入が検討で

きるように議論を進めた。 

 

【SV 会議の効果】 

 SV 会議では 12ヶ月間で 4つの医療機関より 14

事例の相談があった。強度行動障害を伴う相談事

例の内訳は短期入院 10例、長期入院 2例、外来 2

例であった。一事例につき相談は１～９ヶ月に渡

った。事例の年代は 10代 5 例、20 代 4 例、30代

1 例、40 代 1 例、50代 3例であった。男性 11 例・

女性 3例で、知的障害の程度は最重度 3例、重度

7 例、中等度 4 例であった。14 名中 13 名に ASD

が合併していた。短期入院事例 10 例の入院経緯

は予定入院が 4例、緊急入院が 6例であった。入

院事例 12 例中 11 例が隔離対応で（部分開放）、

経過中身体合併症の治療で拘束対応が必要であ

った事例が 1 例であった。 

 課題となっている行動は自傷、他害、器物破損、

異食、放尿、意図的な嘔吐、物の収集、脱走（遠

方への逃走）など様々で、中には長期事例での意

思決定支援や延命治療についての相談もあった。 

 また、外来事例 2例は、児童精神科がいない地

域で救急精神科病院での 10 代男性患者対応の事

例、地域資源が限られるため遠方の児童精神科ク

リニックでの長期フォローを余儀なくされてい

る 20代男性患者の事例であった。 

リモートによる SV 会議で多分野多職種による

遠隔症例検討を毎月行うことで、治療介入のみで

なく、地域移行や地域の福祉・教育分野との連携

に有用なヒントが得られた。 

 

＊SV 会議は、今後も R7 年度厚労科研「強度行動

障害を有する知的障害・発達障害に関わる医療従

事者向けた研修プログラム開発に向けた研究（研

究代表者 岡田俊）」の分担研究として、継続す

る予定である。岡田班の継続課題として実施する

際のアセスメント・記録においては、井上班と同

様に機能的行動アセスメントとして Functional 

Analysis Screening Tool（FAST）を用い、ABC-J

（異常行動チェックリスト日本語版）は ABC-2 に

更新する。またケースシートについても、地域移

行のための地域ケア会議や PDCA サイクルを意識

して岡田班で改良したものを用いる予定である。 

 

D.考察 

 これまでも「強度行動障害医療学会」等での情

報共有により、「強度行動障害者専門の入院治療

先の乏しさ・待機者の多さ」「一般精神科病棟入

院中の専門的介入手法の未整備」「退院後の地域

移行の難しさ」などが断片的に把握されていた。   

今回、SV 会議での事例をまとめて振り返ってみ

ると、以下のような課題が明らかになった。福祉

領域の地域支援体制のアセスメントには、図 1・

図 2が参考になるが、各地域の強度行動障害支援

体制では「強度行動障害支援者養成研修の企画・

運営」「強度行動障害支援の実績のある法人」「親

の会」などはあると思われるが、それ以外の地域

支援体制の不足や未整備が推察された。つまり

「広域で現実的な強行支援検討会議」「広域で継

続的な実態調査と公表」「強度行動障害支援に特

化した受入事業」「強行支援の発展を願う組織を

超えた継続的チーム」「事業所コンサルテーショ

ンの仕組み」「広域で専門的な強度行動障害相談

体制」などが不足・未整備の地域が多く、それ故

に医療機関との連携がうまくできていない部分

があるのではないかと思われる。 

 

E．結論 

本研究による SV 会議により、①精神科病棟で

の手厚いチーム医療体制・研修整備の必要性、②

病棟環境調整の難しさ、③重大な他害など処遇困

難事例の地域福祉サービス利用の難しさ、④福祉

サービス利用を断られ疲弊した家族支援の問題、

⑤各地域での強度行動障害支援体制の不足、など

が改めて浮き彫りになった。 

R6-8 年度は厚労科研岡田班で「強度行動障害を

有する知的・発達障害に関わる医療従事者向け研
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修プログラム開発に向けた研究」が 3年間予定さ

れている。今年度の SV会議で把握した課題・問

題点も反映し、広く一般医療者も強度行動障害の

知識を得て、より入院・外来治療の手法が般化で

きるよう協力していきたい。そして R6年度には

一部の文言追加にとどまった「強度行動障害」に

関する加算が、R8 年度の診療報酬改定で更に新設

され、強度行動障害の状態で地域の家庭に取り残

されている「潜在的要支援者・要治療者」に支援

や治療が行き届くことを望む。 

 

F.健康危険情報：なし 

 

G.研究発表 

1．論文発表：なし 

會田千重：難治例の臨床「神経発達症の二次障害

～強度行動障害の状態を呈する場合～」 

精神医学 66（11） 1454-1460 2024 

 

會田千重：児童期・青年期のメンタルヘルスと心

理社会的治療・支援 Ⅴ 行動の問題 強度行動

障害の概念と社会的課題 

精神療法 増刊第 11 号 201-210 2024 

 

會田千重：講座 精神疾患の臨床 9 神経発達

症群 Topics 強度行動障害 215-223 2024 

中山書店 

 

2．学会発表： 

會田千重：シンポジウム～強度行動障害の状態を

有する児者に対する集中的支援の在り方 「医療
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令和 ７年 ５月 １６日 
厚生労働大臣 殿                                       

  
                                                                                            
                  
                              機関名 国立大学法人 鳥取大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 原田 省          
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業 

２．研究課題名  強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院医学系研究科・教授                                

    （氏名・フリガナ） 井上 雅彦 ・ イノウエ マサヒコ                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 大正大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ７年 ５月 １６日 
厚生労働大臣 殿                                       

  
                                                                                            
                  
                              機関名 国立大学法人 鳥取大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 原田 省          
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業 

２．研究課題名  強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院医学系研究科・准教授                                

    （氏名・フリガナ） 福崎 俊樹 ・ フクザキ トシキ                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 大正大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 





令和７年５月１４日 
 

厚生労働大臣                                          
                                                                                            
                  
                              機関名  学校法人 大正大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  神達 知純       
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業 

２．研究課題名  強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）   臨床心理学部 臨床心理学科・准教授                               

    （氏名・フリガナ）   稲田 尚子 （イナダ ナオコ）                               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 大正大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2025年 5月 9日 
厚生労働大臣                                          

                                                                                            
                  
                            機関名 国立病院機構肥前精神医療センター 

 
                      所属研究機関長 職 名     院長 
                                                                                      
                              氏 名     上野 雄文      
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業 

２．研究課題名  強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）   医局・統括診療部長                              

    （氏名・フリガナ）   會田 千重・アイタ チエ                          

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 大正大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ７年 ５月 １４日 
厚生労働大臣                                          

                                                                                            
                  
                              機関名  国立のぞみの園 

 
                      所属研究機関長 職 名  理事長 
                                                                                      
                              氏 名  田中正博          
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業 

２．研究課題名  強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）   研究・人材養成部 部長                              

    （氏名・フリガナ）   日詰正文（ヒヅメ マサフミ）                          

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 国立のぞみの園（0603J01） □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2025年 5月 9日 
厚生労働大臣                                          

                                                                                            
                  
                              機関名 西南学院大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  今井 尚生          
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業 

２．研究課題名  強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 人間科学部   准教授                                

    （氏名・フリガナ） 倉光 晃子   クラミツ アキコ                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 西南学院大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



筑大人系研第25-3号 
令和７年５月２２日 

厚生労働大臣                                          
                                                                                            
                  
                              機関名 国立大学法人筑波大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  永田 恭介      
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業 

２．研究課題名  強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）   人間系・助教                              

    （氏名・フリガナ）   松田壮一郎・マツダソウイチロウ                          

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年５月１５日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 国立大学法人信州大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 中村 宗一郎(公印省略) 
 

   次の職員の（元号） 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業 

２．研究課題名  強度行動障害の客観的なアセスメントパッケージの実用化に向けた研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 教育学部 准教授                                

    （氏名・フリガナ） 下山 真衣・シモヤマ マエ                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 鳥取大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


